
日
・
米
・

E
C
間
貿
易
摩
擦
の
構
造

{呂

崎

孝

貿
易
摩
擦
の
匿
史
は
古
い
。
国
又
は
そ
れ
に
準
ず
る
統
治
単
位
間
の
商
取
引
を
め
ぐ
る
紛
争
を
貿
易
摩
擦
と
定
義
す
れ
ば
、
そ
の
歴
史

は
そ
の
よ
う
な
統
治
単
位
が
地
球
上
に
出
現
し
た
時
、
即
ち
人
類
社
会
の
成
立
の
時
に
ま
で
遡
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
世
紀
開
国
後
の
日

一
八
八

0
年
代
に
綿
製
品
の
輸
出
が
始
ま
っ
て
以
来
、
輸
出
が
し
ば
し
ば
低
賃
金
に
依
存
し
た
廉
売
の
形
を
と
っ
た

か
い
し
ゃ

ソ
!
シ
ア
ル
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
と
呼
ば
れ
、
世
界
の
各
地
で
摩
擦
を
ひ
き
起
し
た
。
近
年
人
口
に
槍
突
し
た
輸
出
の
自
主
規
制
も
、

貿
易
摩
擦
を
避
け
る
た
め
第
二
次
大
戦
前
に
既
に
実
施
さ
れ
て
い
た
。
戦
後
恒
常
的
な
貿
易
赤
字
に
悩
ん
だ
日
本
も
、
一
九
六

0
年
代
の

半
ば
以
降
そ
の
貿
易
収
支
が
黒
字
に
転
じ
、
七

0
・八

0
年
代
に
出
超
幅
が
拡
大
す
る
と
、
対
日
赤
字
国
こ
と
に
米
国
・

E
C
(現
E
U
)

は
、
日
本
の
大
き
な
貿
易
黒
字
は
日
本
市
場
の
閉
鎖
に
起
関
し
、
世
界
経
済
の
不
安
定
要
因
(
失
業
の
輸
出
)
と
な
っ
て
い
る
、
と
の
非

難
を
強
め
た
。
国
防
・
安
全
保
障
上
〈
数
次
の
石
油
危
機
以
外
に
〉
深
刻
な
危
機
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
日
本
に
と
っ
て
、
貿

易
摩
擦
は
永
年
に
わ
た
り
、
事
実
上
最
大
の
外
交
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
来
た
。

本
の
国
際
貿
易
も
、

た
め
、し

か
し
な
が
ら
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
日
本
の
内
外
に
お
い
て
貿
易
摩
擦
の
原
因
や
性
格
に
つ
い
て
の
分
析
や
議
論
は
あ
ま
り
行
わ
れ

て
来
な
か
っ
た
。
貿
易
問
題
が
か
な
り
専
門
的
で
一
般
人
に
は
解
り
難
い
こ
と
も
あ
る
が
、
貿
易
摩
擦
が
現
に
発
生
し
て
い
る
た
め
、
こ

日
・
米
・

E
C
間
貿
易
摩
擦
の
構
造

四
九



れ
に
対
応
す
る
の
に
忙
し
く
、
改
め
て
な
ぜ
摩
擦
が
起
る
の
か
を

研
究
す
る
い
と
ま
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿

は
、
主
と
し
て
筆
者
の
三

O
年
に
わ
た
る
政
府
内
部
(
外
務
省
、

通
商
省
、
在
外
公
館
)
で
の
実
務
経
験
と
そ
の
間
の
観
察
に
立
脚

し
て
、
貿
易
摩
擦
の
本
質
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
摩
擦
の
原
因
と
発
生
影
態

よ
く
、
貿
易
摩
擦
は
文
化
の
違
い
か
ら
生
ず
る
と
の
説
を
き
く
。

後
述
の
よ
う
に
そ
れ
は
あ
る
程
度
真
実
で
あ
る
が
、
貿
易
は
元
来

異
る
文
化
問
の
交
流
の
一
部
で
あ
り
、
文
化
の
違
い
を
与
件
・
前

提
と
し
て
円
滑
に
取
引
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
文
化
の
違
い
が
摩
擦
の
原
因
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を

な
く
す
べ
き
で
あ
る
と
云
う
議
論
は
本
末
転
倒
で
あ
る
の
み
な
ら

ず
、
政
府
間
交
渉
の
中
で
文
化
論
を
持
ち
出
す
こ
と
は
妥
当
で
な

い
。
け
だ
し
、
こ
う
し
た
事
柄
を
客
観
的
に
論
証
す
る
こ
と
は
元

え
ん
え
き

来
困
難
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
文
化
の
違
い
か
ら
演
鐸
的
に
論
ず

る
の
で
は
な
く
、
現
実
に
起
き
て
い
る
貿
易
紛
争
を
分
類
、
分
析

貿易紛争の分類表

象

1.国内産業の保護要求
に発する紛争
一保護主義の問題

対

安価大量の輸入による市場揖乱、輸出自主規制
(VER)、反ダンピング手続の乱用、輸出入数量

制限、低賃金労働、慣行・文化の違いなどを理
由とする差別輸入制限、高関税、外国からの競
争排除を目的とする基準・認可行政、排他的な
政府調達、ローカルコンテント要求、為替レ}
ト操作、産業分野における税・社会保障の低負
担、輸入品に不利な物品税制、商標・特許権-
IC回路等の知的有権侵害、輸出補助金、産業政
策、低い防衛費負担、紐付き開発援助、等

争紛紛争の種類

一五
O

通関手続き問題、基準の透明性・合理性、認証
手続き、入札手続き、流通経路、系列取引等私
的競争制限、市場アクセスに関する相互主義(自
国におけると同じアクセスの要求)、市場占有率
(数値目標)の要求 (VIE)、一方的輸入制限の

脅しを背景とするアクセス要求、製品輸入の拡
大、輸入増進のための内需拡大(公共投資、減
税、金利引き下げ等)、規制緩和(車検、建築基
準、営業認可、食品添加物、化粧品原料等)

1.市場アクセスをめぐ
る紛争(純粋に保護主
義的な動機から設けら
れた貿易障援に関する
紛争を除く)
一市場閉鎖問題



し
て
み
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
本
質
が
現
わ
れ
て
来
る
は
ず
で
あ
る
。
貿
易
紛
争
の
種
類
や
形
態
は
い
わ
ば
無
数
で
あ
る
が
、
従
来
見
ら

れ
た
紛
争
の
多
く
に
つ
き
、
次
の
よ
う
な
分
類
が
可
能
で
あ
る
。
最
近
問
題
と
な
っ
て
い
る
環
境
問
題
を
理
由
と
す
る
貿
易
紛
争
は
こ
こ

で
は
論
じ
な
い
。

以
上
の
分
類
上
、

ー
は
輸
入
に
よ
る
脅
威
を
受
け
た
圏
内
産
業
が
保
護
を
求
め
る
と
き
に
輪
出
国
と
の
間
で
生
ず
る
紛
争
で
あ
る
。
こ

の
う
ち
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
や
輸
出
補
助
金
の
支
出
は
ガ
ッ
ト
の
明
文
上
非
難
さ
れ
る
べ
き
慣
行
と
さ
れ
て
お
り
、
知
的
所
有
権
の
侵
害
は
パ

リ
・
ベ
ル
ン
条
約
、

ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド

(
U
R
)
T
R
I
P
協
定
等
に
よ
り
違
法
と
さ
れ
る
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
違
法
と
さ
れ
る

慣
行
を
め
ぐ
っ
て
と
ら
れ
る
対
抗
措
置
の
運
用
が
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

H
の
市
場
ア
ク
セ
ス
改
善
要
求
は
、
輸
入
国
市
場
に
お
げ
る
慣
行
が
必
ず
し
も
国
内
産
業
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
く
て
も
、
輸

出
留
に
と
っ
て
輸
入
障
壁
と
な
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
ア
ク
セ
ス
改
善
要
求
が
、
古
守

ら
米
菌
・

E

C
側
か
ら
出
さ
れ
、
日
本
側
か
ら
は
刷
例
外
的
に
し
か
提
起
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
あ
た
か
も
日
本
の
市
場
に

の
み
貿
易
障
壁
が
あ
る
よ
う
な
印
象
が
生
み
出
さ
れ
て
来
た
。
デ
ス
久
れ
に
よ
れ
ば
、
米
国
行
政
府
は
、
国
内
産
業
の
保
護
主
義
要
求
を

抑
え
る
た
め
に
、
外
国
市
場
の
(
米
国
産
品
に
対
す
る
)
開
放
を
積
極
的
に
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
外
国
産
品
を
自
由
に
輸

入
し
な
が
ら
外
国
に
も
同
種
の
米
国
産
品
を
輸
出
で
き
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
外
国
産
品
の
締
め
出
し
を
図
る
国
内
の
保
護
主
義
的
な
動
き

を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
発
想
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
世
界
貿
易
に
占
め
る
水
平
分
業
の
比
率
は
近
年
高
ま
っ
て
い
る
句
)
こ
と
に
先
進

国
は
お
互
い
に
同
じ
商
品
(
例
え
ば
自
動
車
、
視
聴
覚
器
機
、
衣
料
品
、

工
業
原
料
、
機
械
部
品
等
)
を
輸
出
し
合
う
こ
と
が
多
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
米
国
自
体
が
日
本
か
ら
の
輸
入
に
よ
っ
て
脅
威
を
受
け
て
い
る
と
き

(
つ
ま
り
米
国
の
製
品
が
競
争
力
を
欠
い
て
い
る
と

き
)
、
日
本
品
と
の
競
争
に
苦
労
し
て
い
る
米
国
品
を
対
日
輸
出
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
自
国
市
場
(
ぎ
詰
伶
百
江
〉
で
競

日
・
米

-
E
C
間
貿
易
摩
擦
の
構
造

一五



五

争
に
勝
て
な
い
物
を
、
競
争
相
手
の
地
元

{
8
0
5凶
二
信
江
)
に
売
り
込
む
こ
と
が
容
易
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
米
国
側
は
、
日
本
の
市
場
で
こ
う
し
た
種
類
の
米
国
品
が
売
れ
な
い
の
は
、
日
本
市
場
が
各
種
の
障
壁
こ
と
に
民
間
の
反
競

争
的
慣
行
(
系
列
取
引
、
談
合
等
)
で
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
(
こ
と
に
半
導
体
、
自
動
車
が
適
例
)
。
日
本
側

は
当
然
な
が
ら
、
米
国
品
の
日
本
で
の
シ
ェ
ア
が
上
ら
な
い
の
は
、
競
争
力
や
マ

l
ケ
ツ
テ
ィ
ン
グ
努
力
の
不
足
に
基
因
す
る
と
反
論
す

る
が
、
米
国
側
は
、
外
国
品
が
日
本
市
場
に
入
り
込
め
な
い
以
上
そ
こ
で
の
競
争
を
云
々
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
日
本
側
が
ま
ず
「
競

争
力
あ
る
外
国
品
」
に
市
場
を
開
放
す
べ
き
(
つ
ま
り
、
実
際
に
米
国
品
の
購
買
を
ふ
や
し
て
市
場
シ
ェ
ア
が
上
る
よ
う
に
す
べ
き
)
で

あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
常
識
的
に
は
、
米
国
側
が
ま
ず
、
価
格
、
品
質
等
の
面
で
の
自
国
産
品
の
競
争
力
と
日
本
市
場
閉
鎖
の
事
実
を
実

証
す
る
挙
証
責
任
を
有
す
る
が
、
米
国
側
は
逆
に
、
ま
ず
日
本
側
が
市
場
を
閉
鎖
し
て
い
な
い
こ
と
を
、
実
際
の
輸
入
に
よ
り
証
明
す
る

ょ
う
要
求
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
は
、
米
国
品
が
売
れ
な
い
の
は
日
本
市
場
が
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
頭
か
ら

決
め
つ
げ
て
、
数
値
目
標
の
設
定
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
日
本
の
半
導
体
メ
モ
リ
!
の
世
界
市
場
に
お
げ
る

シ
ェ
ア
ゃ
、
完
全
に
開
放
さ
れ
た
第
三
国
市
場
(
こ
と
に
自
動
車
産
業
を
も
た
な
い
途
上
国
)
に
お
け
る
日
本
車
の
圧
倒
的
な
シ
ェ
ア
(
米

歯
車
の
小
さ
な
シ
ェ
ア
)
等
を
見
れ
ば
、
多
く
の
主
要
工
業
製
品
分
野
に
お
け
る
日
本
製
品
の
競
争
力
は
明
白
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、

米
国
の
対
日
市
場
ア
ク
セ
ス
要
求
は
、
米
国
品
の
競
争
力
不
足
を
強
圧
的
な
政
府
交
渉
に
よ
っ
て
強
引
に
糊
塗
せ
ん
と
し
て
い
る
と
の
見

方
も
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
米
国
の
ア
ク
セ
ス
要
求
は
裏
返
し
た
保
護
主
義
そ
の
も
の
で
あ
る
と
の
分
析
が
成
り
立
つ
。
こ
の
意
味
で
、

上
記
分
類
の

I
及
び

H
を
通
じ
て
、
貿
易
摩
擦
は
、
一
般
に
、
競
争
力
の
不
足
に
よ
り
内
外
の
市
場
で
外
国
品
に
脅
威
を
受
げ
た
園
内
企

業
を
保
護
す
る
た
め
、
一
国
の
政
府
が
輸
入
制
限
等
の
国
境
措
置
を
と
る
か
外
国
市
場
ア
ク
セ
ス
改
善
の
要
求
を
行
う
と
こ
ろ
に
発
生
す

る
と
云
い
う
る
。
つ
ま
り
圏
内
市
場
保
護
の
要
請
と
市
場
ア
ク
セ
ス
要
求
は
、
競
争
力
不
足
と
い
う
同
じ
硬
貨
の
両
面
で
あ
る
こ
と
が
少



な
く
な
い
。

二
、
貿
易
摩
擦
の
戦
後
小
史

貿
易
摩
擦
の
実
態
を
知
る
た
め
に
は
、

そ
の
歴
史
的
な
考
察
が
不
可
欠
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
の
日
本
の
貿
易
摩
擦
に
限
定
し
て
見

る
と
、

そ
の
殆
ん
ど
は
米
・
欧
の
対
日
要
求
か
ら
発
生
し
て
い
る
。
日
本
側
政
府
・
業
界
か
ら
米
国
・

E
U
に
対
し
て
要
求
が
行
わ
れ
る

併
は
極
め
て
少
な
い
。
こ
の
一
方
性
は
日
本
の
対
外
貿
易
関
係
を
長
ら
く
特
徴
づ
げ
て
来
た
。
そ
の
せ
い
で
、
日
本
市
場
は
閉
鎖
的
で
あ

る
と
の
印
象
が
定
着
し
て
し
ま
っ
た
き
ら
い
さ
え
あ
る
。
以
下
に
、
戦
後
の
日
本
の
貿
易
摩
擦
へ
の
対
応
ぶ
り
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

米
国
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
国
際
社
会
に
お
け
る
ド
イ
ツ
・
日
本
の
疎
外
と
世
界
経
済
の
ブ
ロ
ッ
ク
化
、

一
九
三

O
年
の
米
国
ス
ム
1

ト
・
ホ
!
レ
イ
法
(
関
税
法
)
に
代
表
さ
れ
る
保
護
主
義
の
漫
延
が
第
ニ
次
大
戦
の
勃
発
に
つ
な
が
っ
た
と
の
反
省
か
ら
、
戦
後
の
世
界

体
制
へ
の
独
・
日
の
編
入
を
推
進
し
た
。
冷
戦
下
、
独
・
日
は
そ
れ
ぞ
れ
欧
州
・
ア
ジ
ア
に
お
け
る
自
由
陣
営
の
経
済
運
営
の
重
要
な
拠

点
と
さ
れ
た
。

I
M
F
-
世
銀
へ
の
加
入
に
続
い
て
臼
本
が
ガ
ッ
ト
加
入
を
希
望
し
た
際
に
も
、
米
国
は
欧
州
の
多
く
の
留
の
反
対
を
お

さ
え
込
ん
で
、
日
本
の
ガ
ッ
ト
加
入
実
現
に
尽
力
し
た
。
し
か
し
、
日
本
が
こ
う
し
て
国
際
貿
易
に
復
帰
し
た
と
き
、
英
・
仏
・
ベ
ネ
ツ

ク
ス
を
初
め
と
す
る
ガ
ッ
ト
の
メ
ン
バ
ー
一
四
カ
国
が
ガ
ッ
ト
三
五
条
を
援
用
し
て
、
日
本
と
ガ
ッ
ト
関
係
に
入
り
最
恵
国
待
遇

(
M
F

N
)
を
供
与
す
る
こ
と
そ
拒
ん
だ
。
日
本
政
府
は
、
六

0
年
代
の
初
め
ま
で
に
英
・
仏
・
ペ
ネ
ル
ッ
ク
ス
か
ら
三
五
条
の
援
用
撤
回
と
こ

れ
ら
三
国
を
含
む
主
要
欧
州
諸
国
か
ら

M
F
N
を
と
り
つ
け
た
が
、

そ
の
代
償
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
国
と
二
国
間
貿
易
協
定
を
結
ん
で
、

英
・
仏
・
ベ
ネ
ル
ッ
ク
ス
に
は
二
国
間
セ

l
フ
ガ
l
ド
(
ガ
ッ
ト
一
九
条
の
緊
急
輸
入
制
限
を
二
国
間
で
援
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
)

を
供
与
し
、

か
っ

般
に
相
手
国
の
産
業
を
お
び
や
か
す
お
そ
れ
の
あ
る
多
く
の
品
目
に
つ
い
て
対
日
差
別
輸
入
制
限
を
受
け
入
れ
ざ
る

日
・
米

-
E
C
間
貿
易
摩
擦
の
構
造

一五一一一



五
回

を
え
な
か
っ
た
。
米
国
は
東
西
対
立
を
背
景
に
、
「
援
助
よ
り
貿
易
」
の
見
地
に
立
っ
て
、

保
護
主
義
か
ら
戦
後
は
自
由
貿
易
に
転
じ
て
い
た
が
、
五
五
年
に
は
農
業
品
二
二
品
目
に
対
す
る
輪
入
制
限
に
つ
い
て
ガ
ッ
ト
上
の
義
務

免
除
(
一
般
協
定
二
五
条
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
ウ
ェ
イ
パ

l
)
を
と
り
つ
け
、
ま
た
五

0
年
代
か
ら
日
本
等
に
対
し
繊
維
輸
出
自
主
規
制
を

一九一一一

0
年
関
税
法
で
頂
点
に
達
し
た
戦
前
の

求
め
、
六
一
年
に
は
綿
製
品
短
期
協
定
、
六
二
年
に
は
悶
長
期
協
定
、
七
四
年
に
は
包
括
的
な
国
際
繊
維
協
定

(
M
F
A
)
と
い
っ
た
多

角
的
な
保
護
主
義
協
定
の
締
結
に
動
い
た
。
他
方
、
工
業
製
品
一
般
に
つ
い
て
は
概
ね
低
関
税
か
っ
自
由
な
輸
入
制
度
を
維
持
し
、
品
質

に
関
し
て
鷹
揚
な
閤
民
性
も
あ
っ
て
、
途
上
国
を
含
め
世
界
中
か
ら
製
品
を
受
け
入
れ
る
世
界
最
大
の
市
場
と
な
っ
た
。

そ
の
間
日
本
の
貿
易
収
支
は
赤
字
を
続
け
、
外
貨
不
足
は
必
要
物
資
の
輸
入
を
妨
げ
、
「
経
済
成
長
の
天
井
」
を
構
成
す
る
と
云
わ
れ
た
。

政
府
は
日
本
の
産
業
構
造
の
高
度
化
を
標
傍
し
、
業
界
の
努
力
も
あ
っ
て
日
本
産
業
の
生
産
性
と
品
費
管
理
は
飛
躍
的
に
改
善
し
、
日
本

の
輸
出
は
繊
維
・
雑
貨
中
心
か
ら
、
鉄
鋼
・
船
舶
・
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー
ラ
ジ
オ
・
視
聴
覚
器
機
・
自
動
車
・
工
作
機
械
・
電
算
機
等
の
電

子
製
品
へ
と
高
度
化
し
た
。
日
本
製
品
の
国
際
競
争
力
の
向
上
は
著
し
く
、
日
本
が

O
E
C
D
に
加
入
し
た
六
四
年
以
降
は
日
本
の
貿
易

は
黒
字
基
調
に
転
じ
、
「
成
長
の
天
井
」
は
消
滅
し
た
。
米
国
、

E
E
C
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
軽
工
業
製
品
に
代
っ
た
鉄
鋼
以
下
前

ア
ン
チ
ダ
ン
ピ
ン
グ
提
訴
、
日
本
に
対
す
る
不
公
正
取
引
や
市
場
閉
鎖
の
非

述
の
重
工
業
製
品
の
対
日
輸
入
に
対
す
る
緊
急
輸
入
制
限
、

難
が
頻
発
す
る
。
こ
れ
に
対
し
日
本
政
府
は
と
り
あ
え
、
ず
輸
出
の
自
主
規
制
で
応
ず
る
と
と
も
に
、

そ
れ
ま
で
の
国
産
愛
用
輸
出
促
進
か

ら
輸
入
促
進
へ
と
方
向
転
換
し
、
輸
入
促
進
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
海
外
各
地
に
派
遣
す
る
一
方
、
対
日
圧
力
が
強
ま
る
度
に
、
市
場
開
放
パ
ッ

ケ
ー
ジ
(
ガ
ッ
ト
多
角
交
渉
の
結
果
約
束
し
た
関
税
引
下
げ
の
一
方
的
前
倒
し
実
施
、
政
府
調
達
緊
急
輸
入
、
規
制
緩
和
、
輸
入
金
融
優

遇
措
置
、
財
政
・
金
利
政
策
を
通
ず
る
内
需
拡
大
、

O
D
A
拡
大
等
を
内
容
と
す
る
)
を
次
々
に
打
ち
出
し
て
、
そ
れ
を
か
わ
し
た
。
八

ケ
ネ
デ
ィ
土
ブ
ウ
ン
ド
、
東
京
ラ
ウ
ン
ド
に
お
け
る
大
幅
な
関
税
引
下
げ
、

0
年
代
の
み
で
九
つ
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
発
表
さ
れ
た
。
他
方
、



六
O
年
以
降
の
輸
入
自
由
化
の
促
進
(
六
O
年
に
は
一
四
四
三
品
目
に
及
ん
だ
日
本
の
残
存
輸
入
制
限
は
七
五
年
に
は
二
七
、
九
O
年
に

そ
の
後
米
国
の
最
大
関
心
品
目
で
あ
っ
た
牛
肉
・
オ
レ
ン
ジ
を
九

0
年
代
初
め
に
自
由
化
)
、
七
一
年
の
金
ド
ル
本
位
制

は
一
八
に
減
少
、

崩
壊
後
の
円
レ

l
ト
引
上
げ
、
変
動
相
場
制
下
の
円
高
(
こ
と
に
八
五
年
九
月
の
プ
ラ
ザ
合
意
後
の
大
幅
ド
ル
安
)

は
、
日
本
市
場
へ
の

ア
ク
セ
ス
を
著
し
く
改
善
し
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
本
の
グ
ロ
ー
バ
ル
及
び
対
米
・

E
C
貿
易
黒
字
は
拡
大
を
続
け
た
。
と
り

わ
け
、

八
五
年
九
月
以
降
の
急
速
な
円
高
と
八
七
年
の
大
型
輸
入
促
進
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
実
施
や
大
幅
金
融
緩
和
は
、
九
O
年
ま
で
に
米
・

E
C
か
ら
の
輸
入
を
倍
増
さ
せ
る
な
ど
の
輸
入
拡
大
効
果
を
も
た
ら
し
た
が
、
対
米
・

E
C
貿
易
黒
字
(
こ
と
に
対
米
黒
字
)

は
高
水
準
十

に
と
ど
ま
っ
た
た
め
、
米
国
は
八
五
年
以
降
市
場
分
野
別
協
議

(
M
O
S
S
)
、
八
九
年
以
降
構
造
障
壁
協
議

(
S
I
I
)
を
通
じ
、
米
国

が
指
摘
す
る
日
本
市
場
の
障
壁
の
除
去
を
図
っ
た
。
八
六
年
九
月
に
は
日
本
の
半
導
体
に
対
す
る
米
国
内
の
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
提
訴
の
動
き

を
背
景
に
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
防
止
の
た
め
、
日
本
か
ら
の
輸
出
価
格
の
監
視
を
約
し
、
外
国
系
半
導
体
が
二
O
%
の
日
本
市
場
シ
ェ
ア
を
実

現
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
内
容
の
協
定
(
以
下
S
C
T
A
と
い
う
)
が
結
ぼ
れ
た
。
翌
年
米
国
側
は
日
本
側
が
同
協
定
を
守
っ
て
い
な
い

と
し
て
、
通
商
法
三
O
一
条
を
援
用
、

カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
、
携
帯
電
算
機
、
電
動
ド
リ
ル
の

3
品
目
の
対
日
輸
入
に
対
し
百
%
の
寸
懲
罰
関

税
L

を
課
し
た
。
そ
の
後
も
米
国
が
通
商
法
一
ニ
O
一
条
の
脅
し
の
下
に
、
個
別
品
目
の
輸
入
の
増
加
や
国
内
諸
制
度
の
改
廃
を
求
め
て
い

る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

八
六
年
以
降
の
対
日
輸
出
の
大
幅
増
大
を
機
に
軟
化
さ
せ
、
八

0
年

代
後
半
に
は

C
3
2
E三
q
M若
山
口
(
英
国
)
、
宮
古
℃

g
h
d仲

間

u
o
a
g
g
(
フ
ラ
ン
ス
)
と
い
っ
た
対
日
輸
出
促
進
運
動
を
展
開
す
る

こ
れ
と
対
照
的
に
E
C
は
八

0
年
代
前
半
の
対
日
強
硬
態
度
を
、

な
ど
、
前
向
き
の
姿
勢
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

九
一
ニ
年
、
米
国
に
お
け
る
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
成
立
後
、
米
国
が
結
果
主
義
の
立
場
か
ら
対
日
市
場
進
出
に
つ
い
て
数
値
目
標
や
実
績
を

日
・
米
・

E
C
間
貿
易
摩
擦
の
構
造

一
五
五



一
五
六

測
定
す
る
た
め
の
客
観
的
基
準
を
求
め
、
貿
易
上
の
要
求
を
通
商
法
三

O
一
条
に
よ
る
一
方
的
措
置
(
輸
入
制
限
)
で
強
制
す
る
構
え
を

明
ら
か
に
す
る
に
つ
れ
て
、

E
じ
ゃ
ア
ジ
ア
諸
国
は
こ
れ
に
対
す
る
批
判
と
懸
念
を
表
明
、
米
国
の
通
商
面
に
お
げ
る
国
際
的
孤
立
が
浮

き
彫
り
に
な
っ
た
。
九
四
年
二
月
、
日
米
首
脳
会
談
に
お
け
る
通
商
交
渉
は
日
本
側
の
数
値
目
標
拒
否
に
よ
り
決
裂
し
た
が
、
そ
の
前
後
、

E
U
、
東
南
ア
ジ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
さ
ら
に
は
米
国
自
体
の
マ
ス
コ
ミ
・
晶
子
界
等
に
お
い
て
も
、
米
国
の
管
理
貿
易
に
対
す
る
非
難
が
高
ま
っ

た。
八

0
年
代
以
降
、
米
国

-
E
C
と
の
貿
易
摩
擦
が
激
化
す
る
と
と
も
に
、

日
本
で
は
両
者
が
手
を
組
ん
で
日
本
に
圧
力
を
か
け
て
来
る

(mmgm州
己
H
V

凶
関
山
吉
田
仲
守
℃

mg)
の
で
は
な
い
か
と
の
危
慎
が
生
じ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
日
本
孤
立
化
の
悪
夢
は
、

ア
ジ
ア
諸
国
の
隆
盛
と

そ
の
日
本
へ
の
向
調
、

E
C
側
の
米
国
が
日
本
市
場
で
特
恵
的
な
利
益
を
得
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
も
あ
っ
て
、
現
実
化
す
る
こ
と

な
く
終
っ
て
い
る
。

、
対
米

-
E
C
貿
易
に
お
け
る
主
な
争
点

こ
こ
で
対
米
・

E
U
貿
易
に
お
け
る
問
題
を
、
付
市
場
擾
乱
(
対
日
差
別
Q
R
、
V
E
R
、
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
提
訴
)
、

ω貿
易
不
均
衝
と

市
場
閉
鎖
、
同
一
方
主
義
、
締
結
果
主
義

(
V
I
E
、
数
値
目
標
)
、
同
ガ
ッ
ト
適
合
圏
内
慣
行
変
更
の
要
求
、
に
し
ぽ
っ
て
、
そ
の
経
済

的
、
法
的
側
面
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

市
場
撹
乱

市
場
撹
乱
と
は
、
特
定
国
か
ら
の
大
量
廉
価
の
輸
入
に
よ
り
国
内
産
業
が
脅
威
を
受
け
る
こ
と
を
指
す
。
ム
ハ

O
年
に
ガ
ッ
ト
総
会
が
そ

の
定
義
を
採
択
し
、
こ
の
言
葉
は
日
本
と

E
C
・
米
国
と
の
貿
易
関
係
に
関
す
る
公
文
書
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
た
。
廉
価
輸
出
が
圏
内
傭



格
を
下
ま
わ
っ
た
価
格
で
行
わ
れ
れ
ば
、

そ
れ
は
ダ
ン
ピ
ン
グ
を
構
成
し
、
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
提
訴
の
対
象
と
な
る
。
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
マ

1

ジ
ン
が
見
ら
れ
な
い
と
き
に
は
、
市
場
撹
乱
が
生
じ
て
い
る
と
し
て
、
差
別
輸
入
制
限
や
日
本
側
の
自
主
規
制
に
よ
り
、
輸
入
国
の
国
内

産
業
が
保
護
さ
れ
て
来
た
。

一
九
六

O
年
初
め
に
、
日
本
に
対
す
る
ガ
ッ
ト
三
五
条
援
用
撤
回
と
引
き
か
え
に
始
ま
っ
た
欧
州
諸
国
の
対
日
差
別
輸
入
制
限
は
、
ガ
ツ

ガ
ッ
ト
一
一
条
の
数
量
制
限
の
禁
止
、
向
一
三
条
の
Q
R
に
関
す
る
無
差
別
待
遇
等
の
規
定
に
反
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
日
本
政
府
は
六

0
年
代
に
こ
の
差
別
を
撤
廃
さ
せ
る
べ
く
強
力
な
交
渉
を
く
り
返
し
た
が
、
決
定
的
な
成
果
を
上
げ
な
い
う
ち

ト
一
条
の
最
恵
国
待
遇
、

に
、
日
本
の
輸
出
構
造
の
高
度
化
と
出
超
に
よ
る
外
貨
不
足
の
解
消
に
伴
い
、
差
別
品
目
の
重
要
性
は
低
下
し
、
差
別
撤
廃
交
渉
は
事
実

上
放
棄
さ
れ
た
。

E
C
は
八

0
年
代
に
、
対
日
共
通
通
商
政
策
策
定
作
業
の
一
環
と
し
て
、

E
C
各
国
が
個
別
に
適
用
し
て
い
た
対
日
差

別
Q
R
の
整
理
を
試
み
た
が
、
各
国
の
抵
抗
で
果
せ
ず
、
日
本
は
問
題
を
ガ
ッ
ト
に
提
訴
す
る
構
え
を
見
せ
た
が
、

E 
C 

(
E
U
)
ほ
統

一
市
場
発
足
後
一
年
以
上
経
っ
た
九
四
年
三
月
に
至
っ
て
よ
う
や
く
、
そ
の
一
括
廃
止
に
踏
み
切
っ
た
。

ダ
ン
ピ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
ガ
ッ
ト
は
第
六
条
で
そ
れ
を
非
難
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
の
賦
課
を
認
め
て
い
る
が
、

ダ
ン
ピ
ン
グ
を
構
成
し
な
い
市
場
撹
乱
に
つ
い
て
は
、
第
一
九
条
に
定
め
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
セ

1
フ
ガ
ー
ド
措
置
で
対
応
す
る
こ
と
を
許

し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
セ

l
フ
ガ

l
ド
措
置
は
、

ω園
内
産
業
が
輸
入
か
ら
重
大
な
損
害
を
蒙
る
か
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
。

同
輸
入
制
限
の
対
象
と
な
っ
た
輸
出
国
側
の
対
抗
措
置
が
認
め
ら
れ
て
い
る

o
N数
量
制
限
無
差
別
適
用
の
原
則
(
ガ
ッ
ト
二
ユ
条
)
や

一
般
無
差
別
原
則
(
同
一
条
)
に
の
っ
と
り
、
輸
入
制
限
措
置

(
Q
R
又
は
関
税
措
置
)
が
特
定
国
に
対
し
て
で
は
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル

に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た

(
東
京
ラ
ウ
ン
ド
で
も
E
C
等
の
選
択
適
用
の
要
望
が
、
日
本
や
途
上
国
の
反
対
で
容
認
さ
れ
る

に
至
ら
な
か
っ
た
て
な
ど
の
問
題
が
あ
り
、
実
際
上
の
援
用
は
難
し
か
っ
た
。
ガ
ッ
ト
事
務
局
へ
の
届
出
に
よ
る
と
、

一
九
五

O
年
か
ら

日
・
米

-
E
C
間
貿
易
摩
擦
の
構
造

一
五
七



一
五
八

E
C
も
二
七
回
の
み
で
、
反
ダ
ン
ピ
ン
グ

八
五
年
ま
で
の
間
に
、
米
閣
の
セ

l
プ
ガ

l
ド
援
用
は
計
二
七
回
(
う
ち
対
日
援
用
一
七
回
)
、

提
訴
(
八
二
年
七
月
か
ら
九
二
年
六
月
ま
で
米
国
四
二
四
件
、
う
ち
対
日
五
七
件
、

E
C
二
四
五
件
う
ち
対
日
四
O
件
)

ら
な
い
。

と
は
比
較
に
な

め
援
用
が
容
易
で
あ
る
。
援
用
要
件
と
し
て
の
国
内
産
業
へ
の

セ
i
フ
ガ
!
ド
措
置
は
輸
出
国
を
対
象
に
と
ら
れ
る
の
に
比
し
て
、
反
ダ
ン
ピ
ン
グ

(
A
D
)
関
税
は
輸
出
企
業
別
に
課
せ
ら
れ
る
た

脅
威
は
、
セ
!
フ
ガ

l
ド
の
よ
う
な
「
重
大
な
損
害
L

で
は
な

く
、
「
実
鷺
的
な
損
害
の
お
そ
れ
」
が
あ
れ
ば
足
り
る
。
国
別
輸

入
制
限
措
置
で
も
、

V
E
R
は
輸
出
国
の
同
意
を
得
て
運
用
さ

一
方
的
措
置
よ
り
は
摩
擦
が
少
な
い
。
し
か
し
、

A
D
関
税
に
つ
い
て
は
乱
訴
の
傾
向
が
あ
り
、
ま
た
米
国
は
実

際
の
取
引
価
格
で
は
な
く
、
流
通
経
費
を
原
価
の
一
O
%
、
利

れ
る
た
め
、

潤
率
を
同
八
%
と
み
な
し
て
原
価
に
一
率
に
加
算
し
て
得
ら
れ

た
構
成
価
格
を
用
い
て
ダ
ン
ピ
ン
グ
幅
を
は
じ
き
出
す
こ
と
が

多
く
、
そ
の
意
味
で
も
恋
意
的
な
運
用
が
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。

他
方
V
E
R
は
輸
出
国
政
府
が
関
与
す
る
限
り
、

ガ
ッ
ト
の
承

認
を
得
な
い
輸
出
規
制
と
し
て
、

ガ
ッ
ト
一
一
条
に
反
す
る
の

み
な
ら
、
ず
、
同
じ
く
ガ
ッ
ト
の
禁
ず
る
輸
入
制
限
を
事
実
上
代

輸出FAS 輸入CIF 輸出入差
失業率 経成長%済率
% 

1967 31，030 28，745 2，285 3.7 2.7 
68 34，063 35，320 * 1， 257 3.5 4.6 
69 37，332 38，241 司区 909 3.4 2.8 
70 42，659 42.429 230 4.8 字0.2

71 43，549 48，342 * 4，793 5.8 3.4 
72 49，199 58，862 ホ 9，663 5.5 5.7 
73 70，823 73，573 * 2，750 4.8 5.8 
74 98，092 110，875 * 12.783 5.5 ホ0.6

75 107，652 105，880 1，772 8.3 *1.2 

76 115，223 132，498 本17，275 7.6 5.4 
77 121.232 160，411 * 39，179 6.9 5.5 
78 143，681 186，045 * 42，364 6.0 5.0 
79 181，860 222，228 * 40，368 5.8 2.8 
80 220.630 256，984 本36，354 7，0 '0.3 
81 233，677 273，352 * 39，675 7.5 2.5 
82 212，193 254，885 * 42.692 9.5 ホ2.1

83 200，486 269，878 事 69，392 9.5 3.7 
84 217，865 341，177 権123，312 7.4 6.8 

米国の貿易収支と失業率
単位:100万ドル

米国大読覆語両委員蚕牛次報告
1967-73年の輸入額は推定 本印は赤字又はマイナス

出所
注



替
す
る
違
法
な
保
護
措
置
で
あ
る
。
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
の
結
果
つ
く
ら
れ
た

W
T
O
の
セ

1
フ
ガ

l
ド
協
定
で
は

V
E
R
は
禁
止

さ
れ
た
。

A
D
関
税
は
多
用
な
い
し
乱
用
さ
れ
る
だ
け
に
問
題
が
多
い
。

A
D関
税
の
算
定
に
当
た
っ
て
実
際
の
輪
出
価
格
が
不
明
な
と
き
用
い

ら
れ
る
構
成
価
格
に
つ
い
て

U
R
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
協
定
は
、
構
成
価
格
の
要
素
と
な
る
生
産
・
販
売
の
コ
ス
ト
及
び
利
潤
率
は
輪

出
国
に
お
い
て
実
際
に
か
か
っ
た
経
費
文
は
実
現
さ
れ
た
利
潤
に
基
づ
い
て
決
定
す
べ
き
も
の
と
定
め
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
米
国
の

構
成
価
格
算
定
方
式
が
改
訂
さ
れ
る
か
は
不
明
で
あ
る
マ
ま
た

U
R
で
は
、

E
C
が
八
八
年
に
導
入
し

(
E
E
C規
則
二
四
三
/
八
八
)
、

日
本
の
ガ
ッ
ド
提
訴
の
結
果
九

O
年
に
ガ
ッ
ト
三
条
違
反
と
判
定
さ
れ
た
迂
回
ダ
ン
ピ
ン
グ

(
A
D関
税
の
対
象
と
な
っ
た
製
品
の
部
品

を
輸
入
し
て
組
立
て
販
売
す
る
場
合
に
、
こ
れ
を
迂
図
ダ
ン
ピ
ン
グ
と
し
て

A
D関
税
の
対
象
と
す
る
|
以
下
C
D
と
い
う
)

の
制
度
の

導
入
が
、
九
一
年
一
二
月
、
奇
妙
に
も
同
じ
ガ
ッ
ト
の
事
務
局
長
の
提
案
(
ダ
ン
ケ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
)

の
一
部
と
し
て
提
出
さ
れ
た
。
米

関

-
E
C
は
C
D
の
導
入
実
現
に
努
め
た
が
、
結
局
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

C
D
は
、
輸
入
圏
内
で
組
み
立
て
ら
れ
た
製
品
に
(
輸
入
さ

れ
る
部
品
に
で
は
な
く
)
国
境
措
置
で
あ
る

A
D関
税
を
か
け
よ
う
と
す
る
非
常
識
な
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
国
政
府
は
、

C
D
の
制
度

化
(二)自

体

は
反
対
し
な
カ3

っ
た
模
様
で
あ
る

貿
易
不
均
衡
と
市
場
閉
鎖

日
本
の
み
な
ら
ず
、
米
国
を
除
く
殆
ん
ど
の
主
要
貿
易
圏
は
第
二
次
大
戦
後
深
刻
な
外
貨
不
足
(
又
は
自
国
通
貨
の
交
換
性
欠
如
)
に

悩
ん
だ
。
こ
の
「
ド
ル
不
足
L

は
貿
易
赤
字
に
起
因
す
る
と
さ
れ
、
各
国
と
も
輸
出
の
伸
長
に
よ
る
外
貨
獲
得
と
自
国
通
貨
の
交
換
性
回

復
に
努
め
た
。
六

0
年
代
に
は
日
本
を
含
む
先
進
工
業
諸
国
は
「
ド
ル
不
足
」
を
克
服
し
、
交
換
性
を
回
復
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
貿
易
赤
字
に
対
す
る
各
国
の
恐
博
感
は
な
か
な
か
消
え
ず
、
七

0
年
代
に
大
幅
な
貿
易
黒
字
を
記
録
し
始
め
た
日
本
に
対
す
る
赤
字

日
・
米

-
E
C間
貿
易
摩
擦
の
構
造

五
九



一六
O

閣
の
不
満
が
高
ま
っ
た
。
彼
等
の
主
張
は
、
日
本
は
低
賃
金
、
長
い
労
働
時
間
、
低
い
生
活
水
準
、
為
替
操
作
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
、
模
倣
等

一
方
的
に
工
業
製
品
の
数
分
野
に
集
中
し
て
安
売
り
輸
出
し
、
輸
入
国
の
産
業
を
潰
滅
さ
せ
、
他
方
自

国
市
場
を
閉
鎖
し
て
外
国
産
品
を
十
分
に
輸
入
し
な
い
|
日
本
は
失
業
を
輸
出
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
米
国
の
対

世
界
貿
易
赤
字
が
拡
大
し
た
八

0
年
代
(
八
四
年
に
は
一
千
億
ド
ル
の
大
台
を
超
え
、
八
六
年
に
は
米
国
は
世
界
最
大
の
債
務
国
に
な
る
)

に
は
、
対
日
赤
字
の
突
出
し
た
大
き
さ
は
こ
と
に
米
閣
議
会
に
お
け
る
反
日
感
情
を
高
め
、
多
数
の
反
日
法
案
の
提
出
を
誘
発
し
た
。
こ

し
申

れ
に
対
し
て
日
本
側
は
八
五
年
の
市
場
開
放
「
行
動
計
画
」
を
初
め
八

0
年
代
に
九
つ
の
市
場
開
放
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
発
表
し
て
、
凌
い
だ
。

の
「
不
公
正
慣
行
」
を
利
し
て
、

そ
の
後
、

八
五
年
九
月
以
降
の
百
%
を
越
え
る
大
幅
円
高
を
克
服
し
た
日
本
経
済
の
好
況
の
せ
い
で
、
米
国
の
対
日
赤
字
は
一
時
的
に
は

減
少
し
た
が
、
米
国
側
か
ら
見
る
と
十
分
で
は
な
く
、
九

0
年
代
に
入
っ
て
信
用
引
締
め
に
よ
り
日
本
経
済
の
「
パ
プ
ル
」
が
は
じ
け
た

あ
と
は
、
内
需
の
低
迷
を
反
映
し
て
日
本
の
輸
入
は
伸
び
ず
、
逆
に
輸
出
圧
力
が
強
ま
っ
た
た
め
、
対
米
黒
字
は
年
間
六
百
億
ド
ル
を
超

え
ん
と
す
る
勢
い
に
戻
っ
た
。
九
三
年
一
月
に
登
場
し
た
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
、
自
由
貿
易
を
標
傍
し
な
が
ら
、
米
国
の
雇
用
を
輸
出
に

よ
り
増
大
す
る
、
ま
た
日
本
の
消
費
者
や
世
界
中
の
国
の
た
め
に
日
本
市
場
を
開
放
す
る
、

と
の
ふ
れ
込
み
の
下
に
、
結
果
主
義
の
立
場

か
ら
、
日
本
市
場
の
開
放
度
を
測
定
す
る
数
値
目
標
の
設
定
を
求
め
て
、
強
硬
な
交
渉
を
開
始
し
た
。
他
方
E
U
も
対
日
輸
出
の
進
展
を

好
感
し
な
が
ら
、
依
然
対
日
貿
易
不
均
衝
を
重
視
し
て
お
り
、
九
四
年
一
一
月
に
訪
日
し
た

E
U
代
表
団
は
、
日
本
の
貿
易
黒
字
を
G
D

?
の
2
%
に
抑
え
る
よ
う
求
め
て
、
日
本
側
に
拒
否
さ
れ
た
。
日
本
側
で
も
日
本
の
経
常
黒
字
幅
を
問
題
視
し
て
、
そ
れ
を
G
D
P
の
2
%

以
内
に
圧
縮
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
が
表
明
さ
れ
て
来
た
(
例
え
ば
宮
沢
元
総
理
の
国
会
発
言
)
。
し
か
し
、
な
ぜ
G
D
P
2
%
を
超
え

る
経
常
収
支
黒
字
が
有
害
で
あ
る
か
の
説
明
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
数
字
は
根
拠
を
欠
く
。

貿
易
不
均
衡
を
問
題
視
し
て
、
そ
の
是
正
を
政
府
交
渉
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
次
の
理
由
か
ら
不
適
当
で
あ
る
。



と
み

貿
易
収
支
は
マ
ク
ロ
経
済
の
統
計
に
す
ぎ
ず
、
経
済
的
な
意
義
を
有
し
な
い
。
輸
入
は
悪
で
は
な
く
外
国
か
ら
の
財
貨
〈
富
)
の
獲

得
で
あ
り
、
経
済
的
に
プ
ラ
ス
で
あ
っ
て
も
損
失
で
は
な
い
。
こ
と
に
安
価
良
質
の
輸
入
は
有
利
で
あ
る
吃
米
国
を
初
め
と
す
る
先
進
国

の
貿
易
赤
字
は
国
際
通
貨
投
機
の
誘
因
と
は
な
っ
て
も
、
赤
字
国
の
対
外
支
払
能
力
と
は
関
係
な
い
。
米
国
の
貿
易
赤
字
が
ド
ル
安
を
も

た
ら
し
て
も
、
そ
の
結
果
米
国
産
品
の
価
格
競
争
力
は
強
ま
り
米
国
の
輸
出
は
増
大
す
る
。
米
国
の
輸
入
依
存
度
は
依
然
低
く
、
ド
ル
安

は
購
買
力
平
価
(
物
価
)
に
あ
ま
り
響
か
ず
、
他
方
、
同
平
価
か
ら
か
け
離
れ
た
ド
ル
安
は
生
じ
難
い
。
米
国
の
高
い
消
費
性
向
、
財
政

十イ)
赤
字
、
貯
蓄
・
投
資
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
国
内
生
産
を
超
え
た
需
要
を
生
み
出
し
、
こ
れ
が
貿
易
赤
字
を
発
生
さ
せ
る
と
の
議
論
は
結
果
論
で

あ
り
、
輸
出
の
増
加
、
貿
易
黒
字
の
発
生
は
圏
内
産
品
の
国
際
競
争
力
を
前
提
と
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
貿
易
赤
字
は

赤
字
国
の
対
外
支
払
能
力
の
不
足
を
招
来
し
な
い
限
り
、
そ
れ
自
体
は
問
題
で
な
い
。

h
v
 

貿
易
赤
字
は
失
業
を
生
ま
な
い
。
パ
ー
グ
テ
ン
国
際
経
済
研
究
所
長
、
カ
ン
タ
ー
通
商
代
表
等
米
欧
の
多
く
の
論
〈
較
は
、
日
本
の

大
幅
な
経
常
黒
字
は
世
界
の
失
業
を
ひ
き
起
し
て
お
り
、
世
界
経
済
の
不
安
定
要
因
で
あ
る
と
す
る
。
日
本
で
も
漠
然
と
同
じ
考
え
を
抱

い
て
い
る
人
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
次
表
の
示
す
と
お
り
、
好
祝
時
に
は
輸
入
の
増
大
に
伴
い
貿
易
赤
字
は
拡
大
す
る
が
、

雇
用
も
増
え
る
た
め
失
業
率
は
低
下
す
る
。
貿
易
赤
字
が
拡
大
す
る
と
き
に
は
雇
用
も
拡
大
し
て
い
る
。
こ
れ
は
当
然
・
自
明
の
こ
と
で

あ
る
が
、

一
般
の
認
識
は
逆
な
よ
う
で
あ
る
。

表
を
補
足
し
て
米
国
の
失
業
率
の
動
き
を
見
る
と
、
貿
易
赤
字
が
四
三
億
ド
ル
弱
で
あ
っ
た
八
二
年
に
は
一

0
・
七
%
に
達
し
た
が
、

向
赤
字
が
一
二
一
二
三
億
ド
ル
に
達
し
た
八
四
年
に
は
七
・
四
%
に
下
り
、

一
一
五
七
億
ド
ル
の
赤
字
を
記
録
し
た
八
九
年
に
は
五
・
一
%

に
ま
で
低
下
し
た
。
貿
易
赤
字
が
失
業
を
生
む
と
誤
解
さ
れ
て
い
る
の
は
、
輸
入
に
よ
り
損
害
を
受
砂
た
圏
内
産
業
が
潰
れ
た
り
人
員
整

理
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
ぞ
れ
は
自
由
競
争
下
で
は
当
然
起
る
現
象
で
、
貿
易
が
黒
字
の
と
き
で
も
生
ず
る

日
・
米
・

E
C
間
貿
易
摩
擦
の
構
造

一
六



一六

事
態
で
あ
る
。
こ
の
誤
解
は
、
合
成
の
誤
謬
の
典
型
で
あ
ろ
う
。

料
自
由
経
済
に
お
い
て
貿
易
収
支
は
政
府
の
統
制
外
に
あ
り
、
こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
通
商
政

策
や
市
場
閉
鎖
(
貿
易
障
壁
)
と
貿
易
収
支
と
は
通
常
無
関
係
で
あ
る
。
日
本
の
貿
易
は
、
外
貨
割
当
て
や
圏
内
産
業
保
護
の
た
め
の
高

関
税
、
輸
入
割
当
て
等
の
国
境
措
置
に
よ
り
そ
の
輸
入
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
時
代
に
大
幅
な
赤
字
を
記
録
し
て
い
た
。
日
本
の
残

存
輸
入
制
限
品
目
は
一
こ
で
米
国
の
約
ニ

O
よ
り
少
な
く
、
関
税
率
も
先
進
国
中
最
も
低
い
。
パ
ー
グ
ス
テ
ン
の
試
算
に
よ
れ
ば
、
八

0

年
代
中
ば
に
米
国
の
製
品
市
場
の
二
九
二
ハ
%
が
自
に
見
え
る
非
関
税
障
壁
で
保
護
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
日
本
市
場
の
方
は
一
コ
了

一
%
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
九
四
年
の
大
統
領
経
済
報
告
は
、
一
応
日
本
の
障
壁
を
輪
入
一
八

O
億
ド
ル
相
当
分
と
見
積
る
数
字
を
、
留
保

付
き
で
掲
げ
て
い
る
。
米
国
側
が
近
年
問
題
と
し
て
い
る
日
本
の
「
障
壁
」
は
、
日
本
が
経
常
的
な
貿
易
赤
字
で
苦
し
ん
で
い
た
時
代
に

既
に
あ
っ
た
も
の
で
、
貿
易
収
支
に
今
さ
ら
大
き
く
影
響
す
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
逆
に
、
例
え
ば
国
際
石
油
価
格
の
変
動
や
国
の

内
外
の
景
況
の
国
際
収
支
に
及
ぽ
す
影
響
は
大
き
い
。

日
本
と
米
国
・

E
U
と
の
貿
易
は
国
民
一
人
当
た
り
の
輸
入
額
で
見
れ
ば
均
衡
し
て
お
り
、
日
本
人
と
米
国
人
・

E
U諸
国
人
は

お
互
い
に
同
様
な
額
の
産
品
を
購
入
し
合
っ
て
い
る
。
日
本
人
は
十
分
輸
入
し
て
い
な
い
と
か
、
日
本
は
市
場
を
閉
鎖
し
て
い
る
、
と
は

言
え
な
い
。
米
国
・

E
U
の
人
口
が
日
本
の
二
倍
以
上
で
あ
る
た
め
、
貿
易
統
計
上
は
当
然
二
対
一
の
大
幅
の
不
均
衡
が
生
ず
る
だ
け
の

こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
不
均
衡
幅
は
、
貿
易
の
規
模
に
比
例
し
て
拡
大
す
る
。
日
本
の
対
米
輸
出
が
千
二
百
億
ド
ル
に
達
す
る
と
米
国

の
対
日
輸
出
(
日
本
の
対
米
輸
入
)
は
六
百
億
ド
ル
と
な
り
、
米
国
の
対
日
赤
字
は
六
百
億
ド
ル
に
上
る
計
算
に
な
る
。

{ニ)同

一
方
主
義

米
国
は
強
大
な
経
済
力
、
国
際
競
争
力
を
背
景
に
、
第
二
次
大
戦
後
の
世
界
で
多
角
的
な
自
由
貿
易
体
制
ガ
ッ
ト
を
創
設
し
、
こ
れ
を



維
持
せ
ん
と
し
て
来
た
。
し
か
し
六

0
年
代
以
降
そ
の
競
争
力
が
日
・
E
C
、
新
興
工
業
国
と
の
比
較
で
次
第
に
優
位
を
失
う
に
至
っ
て
、

元
来
保
護
主
義
の
牙
域
で
あ
っ
た
連
邦
議
会
を
中
心
に
ガ
ッ
ト
体
制
へ
の
不
信
が
強
ま
っ
た
。
六
七
年
に
妥
結
し
た
ケ
ネ
デ
ィ
・
ラ
ウ
ン

ド
の
成
果
に
対
す
る
失
望
も
あ
っ
て
、
米
国
内
に
は
、
巨
大
な
国
内
市
場
閉
鎖
の
脅
し
を
用
い
て
外
国
に
貿
易
上
の
譲
歩
を
迫
る
通
商
法

三
O
一
条
を
背
景
一
と
す
る
一
方
主
義
が
登
場
し
た
。
米
国
市
場
に
大
き
く
依
存
す
る
日
本
そ
の
他
の
国
は
、
三

O
一
条
の
脅
迫
の
下
に
米

閣
に
対
し
各
種
の
譲
歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
れ
に
な
ら
っ
て
E
C
も
欧
州
理
事
会
規
則
二
六
回
一
/
八
四
で
「
不
正
貿
易
慣
行
」
に

対
す
る
対
抗
措
置
を
一
方
的
に
と
る
こ
と
と
し
た
が
、
実
際
に
は
こ
の
寸
新
兵
器
」
を
殆
ん
ど
援
用
し
て
な
い
。
ま
た
、
同
規
則
は
米
国

通
商
法
三

O
一
条
と
異
り
、

一
方
的
報
復
措
置
よ
り
も
ガ
ッ
ト
に
よ
る
紛
争
解
決
を
優
先
す
る
旨
明
示
し
て
い
る
。

通
商
法
三

O
一
条
は
七
四
年
の
制
定
以
来
八
四
・
八
八
年
の
改
正
を
経
て
合
理
化
さ
れ
た
面
も
あ
る
が
、
依
然
と
し
て
米
国
行
政
府
が

一
方
的
に
外
国
慣
行
を
協
定
違
反
、
差
別
的
、
不
合
理
、
米
国
の
通
商
を
妨
げ
る
等
と
判
断
し
、
輸
入
制
限
等
の
報
復
措
置
を
と
る
こ
と

を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、

一
方
的
な
関
税
引
上
げ
や
輸
入
数
量
制
限
、
差
別
待
遇
を
禁
ず
る
ガ
ッ
ト
の
諸
条
項
(
一
、
二
、

二
三
条
)
及
び
日
米
通
商
航
海
条
約
に
反
す
る
。
一
ニ

O
一
条
の
手
続
で
、
米
間
が
い
わ
ば
自
ら
検
事
、
裁
判
官
、
陪
審
員
、
刑
罰
執
行
人

を
兼
ね
る
の
は
、
法
の
適
正
な
手
続
に
も
と
る
と
云
う
べ
き
で
あ
る
(
勺
ガ
ッ
ト
二
三
条
二
項
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
締
約
国
団
の

一
一、
一一一、

認
可
を
取
り
つ
け
る
こ
と
な
し
に
、
加
盟
国
が
他
の
メ
ン
バ
ー
国
の
行
為
を
不
服
と
し
て
ガ
ッ
ト
上
の
義
務
停
止
の
措
置
を
と
る
こ
と
は
、

認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
一
方
措
置
を
規
定
す
る
一
一
一

O
一
条
自
体
ガ
ッ
ト
違
反
で
あ
る
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
日
本
は
二
国
間
の
貿

易
協
定
に
規
定
さ
れ
た
セ

l
フ
ガ

1
ド
条
項
に
基
き
、
相
手
国
の
一
方
的
な
輸
入
制
限
に
対
し
て
対
抗
措
置
(
輸
入
が
差
止
め
ら
れ
た
日

本
産
品
と
同
等
の
対
日
輸
出
量
を
有
す
る
桔
手
国
の
特
定
品
目
の
日
本
へ
の
輸
入
を
事
前
許
可
に
付
し
た
)
を
と
っ
た
こ
と
は
あ
る
が
、

U
R諸
協
定
の
下
で
は
一
方
措
寵
に
対
し
て
も
蓋
ち
に
対
抗
措
置
を
と
る
こ
と
な
く
、
ガ
ッ
ト
に
提
訴
の
上
そ
の
認
可
を
受
け
て
、
対
抗

日
・
米

-
E
C
間
貿
易
摩
擦
の
構
造

-'-ノ、



一
六
回

措
置
を
と
る
方
針
で
あ
る
。
な
お
、
関
税
定
率
法
七
条
に
定
め
る
報
復
関
税
(
従
来
適
用
例
な
し
)
に
つ
い
て
も
、
上
記
方
針
に
従
っ
て

改
正
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

米
国
の
一
方
主
義
は
、

U
R
紛
争
処
理
協
定
が
、

W
T
O諸
協
定
の
対
象
事
項
に
つ
い
て
は
同
協
定
の
規
定
及
び
手
続
の
み
に
よ
り
救

済
を
求
め
る
べ
き
も
の
と
定
め
た
(
同
協
定
二
三
条
)
こ
と
に
よ
り
、
法
律
的
に
は

W
T
O諸
協
定
が
カ
バ
ー
す
る
貿
易
分
野
に
関
す
る

限
り
援
用
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、

カ
1
タ
!
通
商
代
表
や
九
四
年
大
統
領
経
済
報
告
は
、
米
国
は
ガ
ッ
ト
に
規

定
さ
れ
て
い
な
い
事
項
(
例
え
ば
競
争
政
策
)
に
つ
い
て
は
一
方
的
措
置
を
と
り
得
る
と
の
立
場
を
維
持
し
て
い
る
(
匂
米
閣
の
学
者
の
中

に
も
タ
イ
ソ
ン
大
統
領
経
済
諮
問
委
員
長
や
デ
ス
ラ

1
等
、
ガ
ッ
ト
の
み
で
は
守
れ
な
い
米
閣
の
利
益
を
一
ニ

O
一
条
に
よ
っ
て
守
る
べ
し

と
主
張
す
る
者
が
い
る
叩
)
し
か
し
ガ
ッ
ト
を
含
む

W
T
O
協
定
の
対
象
と
な
る
貿
易
分
野
に
お
い
て
一
ニ

O
一
条
に
基
い
て
米
国
が
一
方
的

に
制
隈
措
置
を
と
る
こ
と
は
、
ガ
ッ
ト
二
三
条
の
手
続
に
よ
り
締
約
国
間

(
W
T
O下
で
は

D
S
B
l
E
弓ロ
z
m
E早川
5
2仲
∞
。
己
可
)
の

認
可
を
経
な
い
限
り
当
然
ガ
ッ
ト
を
含
む

W
T
O
協
定
違
反
と
な
る
。
し
か
も
、
上
記
大
統
領
報
告
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
市

場
の
陸
盛
の
結
果
米
国
市
場
の
比
重
は
下
っ
て
お
り
、
三

O
一
条
に
よ
る
脅
迫
の
効
果
は
低
下
し
つ
つ
あ
る
。
九
四
年
五
月
ク
リ
ン
ト
ン

大
統
領
が
、
中
国
の
人
権
侵
害
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
閣
に
対
し
て
最
恵
国
待
遇
を
更
新
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
象
徴
的
な
事
件
で

あ
っ
た
。

相)

結
果
主
義

九
三
年
七
月
の
宮
沢
・
ク
リ
ン
ト
ン
会
議
の
結
果
出
さ
れ
た
共
同
声
明
は
、

い
わ
ゆ
る
包
括
協
議
の
開
始
を
宣
言
し
た
が
、
同
声
明
は
、

日
本
の
対
米
貿
易
黒
字
の
中
期
に
お
け
る
意
味
あ
る
削
減
を
う
た
い
、
こ
の
協
議
の
対
象
と
な
っ
た
分
野
で
と
ら
れ
る
措
置
、
政
策
の
実

施
状
況
を
測
定
す
る
客
観
基
準
を
設
け
る
合
意
を
も
含
ん
で
い
た
。
そ
の
後
こ
の
客
観
基
準
を
め
ぐ
っ
て
協
議
が
紛
糾
す
る
こ
と
と
な
る
。



米
国
側
は
既
に
レ
ー
ガ
ン
時
代
か
ら
日
本
側
の
制
度
上
の
ア
ク
セ
ス
改
善
約
束
が
実
際
の
対
日
輸
出
拡
大
に
結
び
つ
か
な
い
こ
と
に
業
を

煮
や
し
て
、
輸
出
数
値
目
標
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
最
初
の
表
れ
が
、

八
六
年
九
月
の
日
米
半
導
体
協
定

(
S
C
T
A
)

の
附
属
文
書
に
う
た
わ
れ
た
外
国
系
半
導
体
の
市
場
シ
ェ
ア
目
標
二

O
%で
あ
っ
た
。
こ
の
目
標
は
、
日
本
側
が
実
現
を
約
し
た
の
で
は

な
い
と
の
明
文
の
留
保
付
き
で
一
九
九
二
年
一
月
の
新
S
C
T
A
に
引
継
が
れ
た
が
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
こ
れ
を
日
本
側
の
公
約
と
し

て
、
強
硬
に
目
標
の
実
現
を
迫
っ
た
。
通
産
省
の
強
力
な
指
導
の
下
に
業
界
が
四
苦
八
苦
し
て
ニ

O
%目
標
を
達
成
し
て
見
せ
る
と
、
米

国
側
は
数
値
目
標
の
設
定
は
実
効
を
上
げ
た
と
し
て
、
他
の
分
野
へ
の
拡
大
適
用
を
要
求
す
る
に
至
っ
た
。
他
方
日
本
側
は
、
米
国
側
の

期
待
す
る
シ
ェ
ア
の
実
現
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
協
力
を
約
し
た
こ
と
が
数
値
目
標
の
実
現
を
約
し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
た
こ
と
に

シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
今
後
は
米
国
側
の
求
め
る
い
か
な
る
数
値
目
標
を
も
受
け
入
れ
な
い
と
の
閤
い
態
度
に
変
っ
た
喧
米
国
側
は
数
値
目

標
を
欠
い
た
合
意
は
無
意
味
だ
と
し
た
た
め
、
九
四
年
二
月
の
細
川
・
ク
リ
ン
ト
ン
会
議
に
お
け
る
通
商
交
渉
は
決
裂
し
た
。
そ
の
後
三

月
に
は
米
国
は
九

O
年
に
失
効
し
て
い
た
八
八
年
通
商
法
の
い
わ
ゆ
る
ス
ー
パ
ー
三

O
一
条
の
手
続
〈
特
定
国
の
特
定
慣
行
を
不
公
正
慣

行
と
し
て
公
表
す
る
も
の
)
を
大
統
領
令
に
よ
り
復
活
さ
せ
、
こ
れ
を
背
景
に
五
月
に
は
包
括
協
議
が
再
開
さ
れ
、
難
航
の
の
ち
一

O
月

一
日
に
至
っ
て
又
も
や
玉
虫
色
の
合
意
が
成
立
し
た
唱

輸
出
入
の
規
制
(
輸
出
入
貿
易
管
理
令
上
可
能
)
と
異
り
、
日
本
政
府
は
、
圏
内
市
場
で
外
国
系
製
品
を
購
入
す
る
よ
う
企
業
や
消
費

者
を
強
制
す
る
法
令
上
の
根
拠
を
有
し
な
い
。
米
国
側
は
通
産
省
、
郵
政
省
等
の
官
庁
が
従
来
か
ら
法
令
上
の
根
拠
を
欠
く
行
政
指
導
を

行
な
っ
て
来
た
と
し
て
、
行
政
指
導
に
よ
り
外
国
製
品
購
買
の
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
節
が
あ
る
。
こ
れ
は
自

由
経
済
の
原
理
の
み
な
ら
ず
法
治
主
義
を
全
く
無
視
し
た
考
え
で
あ
り
、
米
国
側
が
、
日
本
政
府
が
新
た
に
法
樟
上
の
授
権
を
受
け
て
で

も
そ
の
よ
う
な
行
政
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
内
政
干
渉
で
あ
り
か
つ
規
制
緩
和
の
大
義
に
も
と
る
こ
と
に

日
・
米
・

E
C
間
貿
易
摩
擦
の
構
造

一
六
五



一
六
六

な
る
(
日
本
政
府
の
反
論
は
実
際
に
そ
の
よ
う
な
趣
旨
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
)
。
米
国
側
も
一
旦
は
数
値
目
標
は
拘
束
的
な
も
の
で
は
な

い
と
称
し
な
が
ら
、
市
場
開
放
の
進
展
を
潤
る
客
観
基
準
と
し
て
、
数
値
目
標
又
は
こ
れ
に
代
る
指
標
の
設
定
(
例
え
ば
日
本
以
外
の
先

進
国
の
製
品
輸
入
実
績
を
日
本
も
基
準
と
す
る
こ
と
)
を
執
掲
に
要
求
し
続
け
て
い
る
。

園
内
慣
行
の
一
方
的
変
更
要
求

回米
国
、

E
U
は
か
ね
て
か
ら
、
日
本
の
基
準
・
認
証
、
流
通
系
路
等
の
園
内
諸
制
度
・
慣
行
(
場
合
に
よ
っ
て
は
日
本
語
や
日
本
文
化

そ
の
も
の
)
が
日
本
市
場
の
閉
鎖
性
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
と
主
張
す
る
額
向
を
示
し
て
い
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
古
来
貿
易
は
異

る
文
化
問
で
一
定
の
客
観
的
ル
ー
ル
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
ル
ー
ル
に
従
っ
て
競
争
し
た
結
果
不
利
に
な
っ
た
と
し
て

相
手
閣
の
圏
内
制
度
や
文
化
の
変
更
を
求
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
日
本
政
府
や
企
業
が
、
貿
易
に
直
接
関
係
の
な
い
外
国
の
制
度
・

慣
行
の
改
廃
を
求
め
る
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
。
米
国
は
構
造
協
議
で
大
庖
法
の
改
廃
、
系
列
の
閉
鎖
性
、
地
価
問
題
、
公
共
投
資
額
等

に
つ
き
具
体
的
な
要
求
を
行
う
こ
と
を
辞
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
府
法
は
弱
者
保
護
を
目
的
と
し
て
、
日
本
社
会
に
お
げ
る

強
い
政
治
的
な
要
請
に
応
じ
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
他
方
、
下
請
け
等
の
系
列
取
引
が
、
米
国
の
大
企
業
が
行
な
っ
て
来
た
企
業

内
部
に
お
け
る
部
品
等
の
調
達
(
内
製
・
自
給
率
、
が
高
い
)
と
比
し
て
閉
鎖
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
米
国
側
は
日
本
の
自
動
車
の
系

列
販
売
を
貿
易
障
壁
と
見
て
い
る
が
、
米
国
内
の
自
動
車
販
売
店
が
通
常
系
列
製
品
(
フ
ォ
ー
ド
の
デ
ィ
ラ
!
は
フ
ォ
ー
ド
率
の
み
、

ク

ラ
イ
ス
ラ

1
の
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
ク
ラ
イ
ス
ラ
!
車
の
み
)
し
か
扱
っ
て
い
な
い
事
実
に
か
ん
が
み
て
も
、
米
国
側
の
要
求
に
は
根
拠
が
な

い
。
ま
た
長
期
取
引
や
企
業
グ
ル
ー
プ
内
に
お
け
る
保
険
契
約
の
仲
介
取
次
ぎ
等
の
行
為
は
、
特
に
需
要
者
側
の
取
引
の
自
由
を
害
さ
な

い
限
り
、
私
契
約
の
自
由
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
談
合
等
の
競
争
制
限
行
為
や
東
京
ラ
ウ
ン
ド
や

U
R
で
締
結
さ
れ
た

基
準
・
認
証
等
の
行
政
上
の
障
壁
の
除
去
に
関
す
る
諸
規
約
等
の
国
際
取
決
め
に
反
す
る
行
政
措
置
は
、
早
急
に
是
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

公
取
法
を
含
む
閣
内
法
の
適
正
な
運
用
は
、
日
本
国
内
の
行
政
不
蝦
・
訴
訟
の
手
続
に
よ
っ
て
も
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
各
国
独
占

禁
止
法
の
内
容
の
統
一
を
含
む
競
争
政
策
の
調
和
は
将
来
の
課
題
で
あ
り
、
既
に
か
ね
て
か
ら
O
E
C
D
内
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

W
T
O
発
足
後
の
新
ラ
ウ
ン
ド
で
合
意
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
問
題
、
こ
と
に
系
列
が
通
商
上
問

題
と
す
べ
き
イ
ン
パ
ク
ト
を
有
す
る
か
は
疑
問
で
あ
る
可

ガ
ッ
ト
は
第
三
条
で
輸
入
品
に
つ
い
て
法
令
の
適
用
、
行
政
上
の
内
閣
民
待
遇
付
与
を
定
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、

E
U
や
米
国
は

七
0
年
代
か
ら
日
本
に
対
し
て
「
国
際
的
に
L

認
め
ら
れ
た
基
準
や
手
続
の
採
用
を
求
め
て
来
た
。
し
か
し
、
こ
れ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
国

際
基
準
は
実
際
に
は
、
前
世
紀
以
来
国
際
社
会
に
お
い
て
支
配
的
文
は
指
導
的
地
位
を
占
め
て
来
た
欧
米
諸
国
の
基
準
で
あ
る
場
合
が
少

な
く
な
く
、
そ
の
妥
当
性
を
改
め
て
検
証
し
な
い
ま
ま
日
本
そ
の
他
の
後
発
貿
易
国
に
そ
の
採
用
を
迫
る
こ
と
は
正
当
で
は
な
い
。
他
方

日
本
の
法
令
・
規
則
を
含
む
諸
制
度
・
慣
行
で
合
理
性
を
欠
く
も
の
に
つ
い
て
、
日
本
人
自
身
が
し
ば
し
が
い
わ
ゆ
る
外
圧
を
利
用
し
て

改
革
を
図
っ
て
来
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
構
造
協
議
で
米
国
側
が
提
起
し
た
こ
四

O
件
以
上
の
改
革
要
求
の
大
部
分
は
、
日
本
人
関
係

者
か
ら
の
聞
き
取
り
等
の
形
で
、
日
本
側
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
日
本
側
に
お
い
て
も
、
実
効
的
な
オ
ン
ブ
ス
マ
ン

制
度
に
加
え
て
、
自
ら
の
発
議
に
よ
る
法
令
・
規
則
の
見
直
し
が
恒
常
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
な
組
織
(
例
え
ば
内
外
の
民
間
関
係
者
の
参

加
す
る
、
独
立
性
を
持
っ
た
法
令
審
査
委
員
会
と
い
っ
た
も
の
に
、
行
政
の
裁
量
事
項
に
関
す
る
規
則
・
命
令
の
制
定
に
つ
き
、
内
閣
法

制
局
的
な
審
査
権
限
を
持
た
せ
る
)
を
作
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
内
の
税
制
一
般
、
公
共
投
資
計
画
、
特
定
の

法
令
の
内
容
に
つ
い
て
米
国
が
貿
易
相
手
国
に
対
し
、
自
ら
の
貿
易
上
の
利
益
に
回
附
す
る
と
し
て
具
体
的
な
要
求
を
行
い
、

し
か
も
そ
の

要
求
が
容
れ
な
い
場
合
に
は
一
方
的
措
置
を
発
動
す
る
こ
と
が
あ
れ
が
、

そ
れ
は
内
政
不
干
渉
の
原
則
に
反
す
る
。
構
造
協
議
で
は
、
日

日
・
米

-
E
C
間
貿
易
摩
擦
の
構
造

一
六
七



一
六
八

本
側
も
米
国
の
内
政
や
慣
行
上
で
改
善
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
点
(
財
政
赤
字
の
削
減
、
貯
蓄
奨
励
、
企
業
に
お
け
る
長
期
的
視
野
、
教

育
の
充
実
等
)
を
指
摘
し
た
が
、
米
国
側
が
日
本
に
対
し
て
行
な
っ
た
よ
う
な
具
体
的
か
つ
詳
細
な
改
革
要
求
は
差
し
控
え
て
い
る
。

ガ
ッ
ト
一
般
協
定
は
貿
易
に
関
連
す
る
国
内
制
度
・
慣
行
に
つ
い
て
、
内
閣
民
待
遇
以
外
の
規
定
を
有
し
な
い
が
、
他
方
で
は
ガ
ッ
ト

二
一
ニ
条
一
項
は
ガ
ッ
ト
提
訴
の
訴
因
に
つ
い
て
、
ガ
ッ
ト
違
反
(
二
一
ニ
条
一
項
例
)
の
み
な
ら
ず
、
ガ
ッ
ト
の
規
定
に
反
す
る
か
否
か
を

間
わ
ず
、
他
の
メ
ン
バ
ー
の
何
ら
か
の
措
置
(
間
制
)
及
び
状
況
(
間
判
)
に
よ
り
ガ
ッ
ト
上
の
利
益
が
量
一
目
さ
れ
た
と
考
え
る
メ
ン
バ
ー

の
提
訴
を
認
め
て
い
る

(
い
わ
ゆ
る
ノ
ン
ヴ
ァ
イ
オ
レ

l
シ
ヨ
ン
・
ケ

1
ス
t
j
N
V
C
)
。
こ
の
規
定
は
ハ
パ
ナ
憲
章
及
び
ガ
ッ
ト
一
般
協

定
起
草
の
過
程
で
一
部
の
国
の
提
案
に
基
い
て
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
形
式
上
は

N
V
C
も
ガ
ッ
ト
違
反
ケ

i
ス
と

同
じ
手
続
で
締
約
国
国
の
審
判
に
付
さ
れ
、

そ
の
認
可
を
得
て
提
訴
国
が
対
抗
(
制
裁
)
措
置
を
と
る
可
能
性
が
関
か
れ
て
お
り
、
極
め

て
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
不
合
理
な
規
定
と
な
っ
て
い
る
。

N
V
C
は
従
来
稀
に
し
か
提
起
さ
れ
て
い
な
い
が
、
現
行
の
ガ
ッ
ト
ニ
一
一
一
条
の

規
定
は
上
述
の
よ
う
な
菌
内
制
度
、
慣
行
へ
の
不
当
な
干
渉
の
根
拠
と
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
二
三
条
は
今
後
改
訂
す
べ
き
で
あ
ろ
う

(
U

R
の
紛
争
処
理
手
続
新
協
定
で
は

N
V
C
の
取
扱
い
の
合
理
化
が
図
ら
れ
て
い
る
)
。
貿
易
相
手
国
が
自
国
の
慣
行
と
異
る
慣
行
を
有
す
る

こ
と
が
障
壁
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
自
国
慣
行
の
採
用
を
迫
る
こ
と
は
、
内
国
民
待
遇
を
超
え
て
「
自
国
待
遇
」
を
求
め
る
も
の
で
あ

り
、
内
政
干
渉
を
構
成
し
か
ね
な
い
。

回
、
貿
易
摩
擦
と
国
民
性
及
び
国
内
・
国
際
政
治
構
造

日
本
の
貿
易
摩
擦
が
、
経
済
的
な
要
因
の
み
な
ら
ず
、
国
際
・
国
内
政
治
構
造
か
ら
も
起
っ
て
い
る
事
実
は
否
定
で
き
な
い
。
現
代
の

国
擦
シ
ス
テ
ム
が
近
世
欧
米
の
覇
権
の
下
で
形
づ
く
ら
れ
た
こ
と
は
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
会
通
じ
て
確
立
さ
れ
た
米
国
の



覇
権
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ヅ
体
制
や
ガ
ッ
ト
を
中
心
と
す
る
戦
後
の
世
界
の
経
済
・
貿
易
レ
ジ
ー
ム
を
つ
く
り
出
し
た
。
米
国
の
影
響
力
の

な
い
し
覇
権
は
七

0
年
代
以
時
経
済
面
で
は
相
対
的
に
低
下
し
た
が
、
今
や
唯
一
の
軍
事
大
国
と
し
て
残
っ
た
米
国
の
指
導
的
地
位
を
経

済
面
で
も
毘
守
せ
ん
と
す
る
心
情
が
、

ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
以
下
の
少
な
か
ら
ぬ
米
国
人
の
言
動
に
読
み
と
れ
る
。
欧
米
人
と
の
接
触
や

マ
ス
コ
ミ
の
論
調
か
ら
は
、
日
本
の
経
済
力
に
対
す
る
敵
憾
心
の
み
な
ら
ず
恐
怖
感
(
日
本
人
に
経
済
的
に
征
間
服
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る

一
種
の
貧
礼
論
的
強
迫
観
念
)
や
嫉
妬
の
念
さ
え
看
取
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

米
国
は
い
ま
だ
に
世
界
最
大
の
輸
出
額
を
誇
っ
て
い
る
が
、
今
後
と
も
覇
権
国
と
し
て
高
附
加
価
値
産
品
の
生
産
に
お
け
る
優
位
と
貿

易
面
で
の
第
一
人
者
の
地
位
を
確
保
す
る
必
要
を
感
じ
て
お
り
、
日
本
の
競
争
力
の
向
上
を
自
ら
の
覇
権
に
対
す
る
挑
戦
と
受
け
止
め
、

敵
視
す
る
に
至
っ
て
い
る
と
も
解
さ
れ
る
(
勺
米
閣
の
覇
権
的
地
位
へ
の
執
着
は
、
欧
州
に
お
り
る

N
A
T
O
に
代
る
軍
事
機
構
創
設
へ
の

強
い
反
発
や
東
ア
ジ
ア
経
済
協
議
会

(
E
A
E
C
)
の
結
成
に
対
す
る
ア
レ
ル
、
ギ

1
反
応
に
も
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
冷
戦
後
米
国
は
孤

立
主
義
へ
復
帰
し
つ
つ
あ
る
と
見
る
論
者
も
少
な
く
な
い
が
、
筆
者
に
は
米
国
の
覇
権
へ
の
執
着
の
方
が
孤
立
傾
向
よ
り
強
い
よ
う
に
見

え
る
。
そ
う
で
な
く
て
も
、
経
済
が
世
界
化
し
た
今
、
米
国
が
孤
立
主
義
へ
復
帰
す
る
こ
と
は
一
事
実
上
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

貿
易
摩
擦
の
本
質
を
探
る
と
き
、
以
上
の
ほ
か
経
済
外
的
要
因
に
由
来
す
る
い
く
つ
か
の
表
徴
が
自
に
つ
く
。

(一)

国
民
性

一
つ
は
米
欧
こ
と
に
米
国
に
お
け
る
ダ
ン
ピ
ン
グ
提
訴
、

セ
ー
ブ
ガ
ー
ド
申
請
、
不
公
正
慣
行
の
訴
え
の
多
き
で
あ
る

(
因
み
に
同
じ

く
英
国
の
植
民
地
で
あ
っ
た
カ
ナ
ダ
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
り
る

A
D提
訴
の
数
も
一
際
多
い
)
。
日
本
で
は
五
五
年
の
ガ
ッ
ト
加
入
以

来
三
十
年
間
に
ダ
ン
ピ
ン
グ
提
訴
が
僅
か
四
件
で
あ
る
の
に
対
し
、
米
国
で
は
毎
年
五

O
件
前
後
の
提
訴
が
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
日
本
で

は
、
輸
入
に
対
す
る
ゼ

l
ブ
ガ
!
ド
措
置
で
あ
る
緊
急
関
税
(
関
税
定
率
法
九
条
の
こ
)

は
か
つ
て
適
用
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
と
に
か

日
・
米

-
E
C
間
貿
易
摩
擦
の
構
造

一
六
九



七。

く
日
本
人
の
貿
易
関
係
の
苦
情
は
少
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
両
国
に
お
け
る
訴
訟
一
般
の
数
と
開
業
弁
護
士
数
の
大
き
な
差
(
七

O
万
人

対
一
万
五
千
人
と
い
わ
れ
る
)
に
も
見
ら
れ
る
国
民
性
の
違
い
の
反
映
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
現
に
日
本
の
貿
易
紛
争
の
殆
ん
ど
は
、
米
・

E
U側
か
ら
の
苦
情
提
起
に
発
し
て
い
る
。

ω
国
内
政
治
構
造

次
に
は
日
米
閣
の
政
治
構
造
の
違
い
が
あ
る
。
日
欧
聞
に
は
政
治
、
法
制
上
の
共
通
点
が
多
い
が
、
米
国
の
政
治
構
造
は
か
な
り
特
異

で
あ
る
。
憲
法
上
米
国
の
議
会
は
一
ニ
権
分
立
の
下
で
通
商
を
規
制
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
(
米
国
憲
法
一
条
八
項
三
節
)
。
行
政
府

は
原
則
と
し
て
議
会
か
ら
関
税
引
下
げ
ぞ
の
他
の
通
商
譲
許
を
行
う
権
限
を
授
与
さ
れ
た
上
で
、
ガ
ッ
ト
多
数
国
間
交
渉
に
臨
む
の
が
例

で
あ
り
、
議
会
は
ま
た
通
商
法
の
制
定
を
通
じ
て
行
政
府
に
対
し
各
種
の
通
商
上
の
行
動
を
義
務
付
け
る
。
通
商
法
一
一

O
一
条
の
セ
1
フ

ガ
ー
ド
措
置
や
一
一
一

O
一
条
の
不
公
正
外
国
慣
行
に
対
す
る
報
復
措
置
が
そ
の
例
で
あ
る
。

同

特
別
利
益

第
三
に
い
わ
ゆ
る
特
別
利
益
団
体
の
圧
力
が
あ
る
。
元
来
通
商
法
二

O
一
、
三

O
一
条
等
が
、
国
民
の
申
請
に
基
い
て
行
政
府
が
行
動

す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
個
別
企
業
、
企
業
連
盟
、
労
組
等
は
何
等
か
の
通
商
上
の
問
題
が
起
る
度
に
直
接
行
政
府
又

は
議
会
を
通
じ
て
政
府
に
苦
情
を
申
し
立
て
又
は
圧
力
を
か
け
、
自
ら
の
利
益
の
保
護
を
求
め
る
。
そ
の
場
合
米
国
政
府
は
原
則
と
し
て

申
請
や
苦
情
の
取
捨
選
択
は
行
わ
な
い
。
こ
れ
ら
の
特
別
利
益
団
体
は
、
議
会
・
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
票
田
・
政
治
資
金
源
と
し
て
議

会
及
び
行
政
府
に
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
政
治
構
造
は
、
国
民
が
直
接
政
府
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

意
味
で
民
主
的
な
制
度
で
は
あ
る
が
、
前
述
の
訴
求
性
向
の
高
い
国
民
性
を
も
ろ
に
反
映
し
て
、
米
国
の
対
外
苦
情
や
貿
易
摩
擦
を
増
大

さ
せ
る
。



貿
易
摩
擦
は
時
に
は
国
際
関
係
を
緊
張
さ
せ
、
深
刻
な
様
相
を
同
車
す
る
が
、
対
日
貿
易
摩
擦
を
初
め
と
す
る
貿
易
問
題
が
近
年
米
関
の

係
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

選
挙
の
争
点
に
な
っ
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
が
、
苦
情
を
申
し
立
て
て
い
る
企
業
以
外
の
米
国
企
業
や
国
民
の
大
多
数
の
利
害
に
直
接
関

つ
ま
り
貿
易
紛
争
は
特
別
利
益
、
こ
と
に
国
際
競
争
力
を
欠
く
圏
内
産
業
が
つ
く
り
出
す
も
の
で
あ
り
、
当
該

企
業
・
業
界
と
こ
れ
に
関
係
の
深
い
政
治
家
以
外
の
者
の
関
心
外
に
あ
る
と
言
え
る
。

側

政
府
・
業
界
関
係

こ
と
に
日
米
間
の
貿
易
摩
擦
へ
の
対
応
に
は
、
政
府
・
業
界
関
係
や
産
業
政
策
に
関
す
る
両
国
の
考
え
方
の
違
い
が
影
を
落
と
し
て
い

る
。
米
国
で
は
、
政
府
は
基
本
的
に
国
民
の
僕
で
あ
り
、
業
界
の
要
望
が
直
接
行
政
に
反
映
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
前
述

M
M
の
と
お
り
で
あ
る
。
わ
け
で
も
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
で
は
大
統
領
や
閣
僚
が
民
間
業
界
の
た
め
に
自
ら
セ
ー
ル
ス
マ
ン
と
な
り
、
米
国
産

品
の
売
込
み
の
た
め
直
接
外
国
首
脳
に
働
き
か
け
る
。
日
本
で
は
首
相
そ
の
他
の
政
府
首
脳
は
お
ろ
か
、
一
般
の
政
府
職
員
が
こ
う
し
た

行
動
に
出
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
日
本
政
府
は
公
僕
即
ち
公
益
の
代
表
者
と
し
て
、
個
々
の
企
業
の
利
害
に
か
か
わ
る
こ
と
を
避
け
、

対
外
交
渉
で
も
業
界
の
要
望
を
関
益
全
体
や
原
理
、
原
則
の
立
場
か
ら
調
整
し
た
上
で
交
渉
方
針
を
定
め
る
の
が
例
で
あ
る
。

他
方
、
米
国
で
は
政
府
の
政
策
や
行
政
は
民
間
の
活
動
に
介
入
し
な
い
の
が
建
前
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
産
業
政
策
に
対
す
る
ア
レ
ル
、
ギ

l

反
応
が
強
い
。
そ
の
せ
い
か
、
政
府
は
民
間
の
対
外
競
争
力
の
不
足
を
補
う
た
め
、
通
商
法
三

O
一
条
の
一
方
的
措
置
等
の
攻
撃
的
な
通

商
政
策
に
走
り
が
ち
で
あ
る
。

同

貿
易
交
捗
の
限
界

政
府
レ
ベ
ル
の
交
渉
で
は
、
制
度
上
の
市
場
ア
ク
セ
ス
は
改
善
し
得
て
も
、
貿
易
摩
擦
の
原
因
そ
の
も
の
を
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
摩
擦
は
競
争
力
格
差
か
ら
生
、
ず
る
の
が
例
で
あ
り
、
政
府
間
交
渉
は
競
争
力
格
差
を
生
ん
で
い
る
個
別
企
業
な
い
し
国

日
・
米

-
E
C
間
貿
易
摩
擦
の
構
造

七



七

内
産
業
一
般
の
生
産
性
、
品
質
管
理
、
価
格
政
策
、
納
期
遵
守
、

マ
1
ケ
ツ
テ
ィ
ン
グ
努
力
、

ア
フ
タ
ー
ケ
ア
と
い
っ
た
競
争
上
決
定
的

な
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
、

か
つ
て
は
関
係
官
庁
の
課
長
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
て
い
た
貿
易
交
渉
が
、
近
年
は
閣
僚
・
国
家
元
首
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
そ
れ
だ
け
貿
易
問
題
を
め
ぐ
る
国
家
間
の
対
立
が
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て
拡
大
・
誇
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
交
渉
当
事

者
の
功
名
争
い
や
米
国
側
ポ
リ
テ
イ
カ
ル
・
ア
ポ
イ
ン
テ
ィ
!
の
大
統
領
へ
の
忠
誠
心
か
ら
来
る
強
硬
な
交
渉
態
度
も
、
交
渉
を
難
航
さ

せ
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
。

五
、
結

語

貿
易
摩
擦
は
一
般
に
貿
易
障
壁
を
め
ぐ
っ
て
発
生
す
る
も
の
と
観
念
さ
れ
て
い
る
。
事
実
苦
情
が
貿
易
相
手
国
の
制
度
・
慣
行
に

関
し
て
提
起
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
日
本
が
直
面
し
て
来
た
貿
易
紛
争
の
大
部
分
は
、
競
争
力
の
強
い
日

付
本
製
品
の
輸
出
が
輸
入
国
側
に
与
え
る
脅
威
に
よ
っ
て
起
っ
て
お
り
、
日
本
の
貿
易
自
由
化
が
進
ん
だ
後
に
は
、
競
争
力
が
不
十
分
で
あ

る
た
め
日
本
市
場
へ
の
参
入
に
困
難
を
来
た
す
外
国
産
品
を
め
ぐ
っ
て
も
苦
情
が
提
起
さ
れ
て
来
た
も
の
と
云
え
る
。
そ
の
典
型
的
な
例

が
自
動
車
及
び
そ
の
部
品
(
特
に
対
米
貿
易
黒
字
の
過
半
を
占
め
る
)

の
市
場
参
入
の
問
題
で
あ
っ
て
、
開
放
さ
れ
た
第
三
国
市
場
(
こ

れ
き
ぜ
ん

と
に
途
上
国
)
に
お
け
る
日
本
車
の
圧
倒
的
な
シ
ェ
ア
と
米
国
車
の
シ
ェ
ア
の
低
さ
を
見
れ
ば
、
競
争
力
格
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
の
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
米
国
は
日
本
に
お
け
る
外
国
系
(
米
国
系
)

の
シ
ェ
ア
が
低
い
の
は
系
列
販
売
(
米
国
で
も
行
わ
れ
て
い
る
)
等
の
障

壁
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
日
本
市
場
の
閉
鎖
性
を
主
張
す
る
者
は
、
自
国
や
第
三
国
市
場
に
お
け
る
障
壁
の

有
無
に
つ
き
日
本
市
場
と
の
厳
密
な
比
較
検
証
を
行
っ
た
上
で
日
本
市
場
の
閉
鎖
性
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
多
く
の
場
合
日



本
側
が
出
超
で
あ
る
と
の
一
事
を
も
っ
て
日
本
市
場
は
閉
鎖
的
で
あ
る
と
し
、
挙
証
責
任
を
日
本
側
に
転
換
し
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。

日
本
の
業
界
か
ら
の
ダ
ン
ピ
ン
グ
提
訴
が
少
な
く
、
日
本
に
お
け
る
セ
1
ブ
ガ
!
ド
(
緊
急
関
税
)
の
申
請
や
外
国
に
お
け
る
輸
出
補

助
を
理
由
と
す
る
日
本
品
に
対
す
る
相
殺
関
税
の
申
請
・
適
用
例
が
皆
無
で
、
ま
た
日
本
政
府
が
民
事
不
介
入
の
原
則
に
立
っ
て
民
間
の

輸
出
商
談
に
介
入
し
な
い
事
実
か
ら
も
、
日
本
業
界
の
自
助
努
力
と
競
争
力
の
強
さ
が
窮
わ
れ
る
。

一
人
勝
ち
は
独
占
に
通
ず
る
。
従
っ
て
競
争
に
基
く
自
由
経
済
・

し
か
し
競
争
は
と
こ
と
ん
ま
で
徹
底
す
れ
ば
よ
い
も
の
で
は
な
い
。

自
由
貿
易
の
維
持
の
た
め
に
は
、
競
争
力
の
弱
ま
っ
た
貿
易
圏
の
産
業
の
競
争
力
を
回
復
す
る
方
策
を
と
る
ほ
か
な
い
。
そ
れ
に
は
ガ
ッ

ト
一
九
条
の
規
定
す
る
セ
l
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
援
用
を
実
効
的
に
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
即
ち
関
係
国
の
合
意
に
よ
る
輸
入
制
限

の
弾
力
的
な
運
用

(
U
R
セ
l
フ
ガ
l
ド
協
定
で
は
輸
入
割
当
の
弾
力
的
運
用
が
図
ら
れ
て
い
る
)
や
セ
!
フ
ガ
l
ド
援
用
の
要
件
と
し

て
競
争
力
回
復
の
た
め
産
業
政
策
の
実
施
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

同
貿
易
不
均
衡
は
真
の
問
題
で
は
な
い
。
こ
れ
を
理
由
と
し
て
貿
易
相
手
国
を
非
難
し
た
り
、
こ
れ
を
相
手
国
の
市
場
閉
鎖
の
推
定

の
根
拠
と
し
た
り
、
不
公
正
慣
行
の
挙
証
責
任
を
黒
字
国
に
転
換
す
る
口
実
と
す
る
こ
と
は
や
め
る
べ
き
で
あ
る
。
米
国
・

E
U
が
貿
易

上
の
要
求
を
日
本
に
対
し
て
行
う
に
当
た
り
、
そ
の
要
求
を
日
本
の
黒
字
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
、
正
当
化
す
る
こ
と
は
、
今
後
認
め
る
べ

き
で
は
な
い
。
貿
易
不
均
衡
は
米
国
・

E
U
に
何
等
の
実
害
も
及
ぼ
さ
な
い
し
、
こ
れ
が
好
ま
し
く
な
い
も
の
と
仮
定
し
て
も
、
そ
れ
は

の
政
策
や
慣
行
に
よ
っ
て
発
生
す
る
問
題
で
は
な
い
。

黒
字
国
{
日
本
)

一
部
の
特
別
利
益
の
苦
情
や
圧
力
に
よ
っ
て
多
く
の
貿
易
摩
擦
が
生
じ
て
い
る
現
状
は
正
常
で
な
い
。
貿
易
紛
争
の
も
と
と
な
る

苦
情
に
フ
ィ
ル
タ
ー
を
か
け
る
仕
組
み
を
国
際
的
に
合
意
す
べ
き
で
あ
る
唱

二
国
間
交
渉
で
紛
争
を
解
決
し
え
な
い
と
き
は
、
早
急
に
地
域
的
〈
例
え
ば
A
P
E
C
)
又
は
マ
ル
チ

(
W
T
O
)
の
紛
争
処
理

同側

臼
・
米
・

E
C間
貿
易
摩
擦
の
構
造

一
七
三



一
七
四

手
続
に
問
題
を
付
託
し
、
第
三
国
の
権
威
あ
る
専
門
家
が
構
成
す
る
パ
ネ
ル
に
よ
る
審
判
や
仲
裁
・
調
停
の
準
司
法
的
解
決
の
ほ
か
、
全

体
会
議
に
お
け
る
討
議
を
通
じ
、
国
際
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
又
は
同
輩
の
庄
力
に
よ
る
紛
争
の
解
決
を
図
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

同
大
部
分
の
紛
争
は
競
争
自
体
か
ら
起
っ
て
お
り
、
他
方
し
ば
し
ば
元
来
問
題
の
な
い
所
に
現
実
に
は
問
題
が
発
生
し
て
い
る
〈
例

え
ば
貿
易
不
均
衡
問
題
)
。
こ
の
点
を
含
め
、
貿
易
摩
擦
の
実
態
に
関
す
る
共
通
認
識
を
日
・
米
・

E
U聞
で
確
立
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ

る
。
日
・
米
・

E
U
が
こ
う
し
た
認
識
に
立
っ
て
従
来
国
際
関
係
を
荒
ま
せ
て
来
た
貿
易
摩
擦
を
克
服
し
、
世
界
の
核
管
理
、
地
域
紛
争
、

内
戦
、
難
民
、
貧
困
、
環
境
保
全
、
人
権
擁
護
と
い
っ
た
地
の
は
る
か
に
重
要
か
つ
緊
急
な
問
題
の
解
決
に
協
力
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
傾

注
す
べ
き
こ
と
に
、
誰
し
も
異
論
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
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〉
津
久
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茂
充
、
ガ
ッ
ト
の
全
貌
、
日
本
関
税
協
会
、
一
九
九
三
年
、
二
六
四
ペ
ー
ジ
。

(
5
)
U
R
セ
l
フ
ガ
l
ド
協
定
二
二
条
。

(
6
)
U
R
ア
ン
チ
ダ
ン
ピ
ン
グ
協
定
(
正
式
に
は
、
「
ガ
ッ
ト
六
条
の
適
用
に
関
す
る
協
定
」
)
二
、
二
、
ニ
。

一
九
九
四
年
一
月
の
日
米
関
係
に
関
す
る
筑
波
大



(
7
)

小
宮
陵
太
郎
、
貿
易
黒
字
赤
字
の
経
済
学
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
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(
9
)
F
a
∞
巾
括
的
窓
口
白
足
当
日
目
白

g
m・
2
E巾
唱
吋

Z
C
E芯
円
山
∞
仲
良
市
田

i
E
Eロ
MwncgH回目
n
p
S
Z
H
H
M
Lロ
住
吉
宮
内
。
ニ
ロ
仲
良
ロ
山
氏
。
ロ
乱

開

S
E
E
g
w
g
g
w
B日
ω
8・、
H，ZHwnc口
。
宮
山
門
問
問
。
。
叶
件
。
ご

z
p
g即応
g
ニ

S
P
3
S
I
S
-
他
方
大
統
領
報
告
は
、
日
本
市
場
の
閉
鎖

性
を
示
す
圧
倒
的
な
証
拠
が
あ
る
、
と
し
な
が
ら
何
等
の
証
拠
も
示
し
て
い
な
い
(
同
報
告
一
二
九
ペ
ー
ジ
)
。

(
叩
)
ガ
ッ
ト
一

O
条
三
項
は
、
「
各
締
約
国
は
:
:
:
関
税
事
項
に
関
す
る
行
政
上
の
措
置
を
速
か
に
審
査
し
是
正
す
る
た
め
:
:
:
裁
判
所
又
は
訴

訟
手
続
を
維
持
し
:
:
:
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
裁
判
所
は
:
:
:
行
政
上
の
実
施
に
当
た
る
機
関
か
ら
独
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
;
:
:
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
は
政
府
の
通
商
上
の
行
政
処
分
に
つ
い
て
も
法
の
適
正
な
手
続
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
た

も
の
と
解
さ
れ
る
。
但
し
、
こ
れ
は
事
後
的
救
済
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

(
日
)
改
正
後
の
関
税
定
率
法
七
条
は
、

W
T
O協
定
上
の
日
本
の
利
益
を
害
し
た
国
に
対
す
る
報
復
関
税
に
関
し
て
は
、

D
S
B
の
承
認
、
相

殺
関
税
に
関
し
て
は
、

W
T
O協
定
附
属
の
補
助
金
相
殺
協
定
に
規
定
す
る
相
殺
措
置
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、

W
T
O協
定
加
盟
国
に
そ
れ

ぞ
れ
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
(
九
四
年
一

O
月
二
九
日
津
久
井
大
阪
税
関
業
務
部
次
長
の
日
本
国
際
経
済
法
学
会

に
お
け
る
報
告
〉
。

(
ロ
)
九
四
年
大
統
領
経
済
報
告
二
三
七
及
び
二
四
八
ペ
ー
ジ
。

(日

)
F
2
2
匂
〉
E
5
2
吋
苫
。
P
J々
vou由
民
白
田
広
口
向
者

}
5
5ア
同
ロ
由
民

E
S
向。ユロ件。吋口問片山。ロ曲目

H
W
O
E
S即日
L
S
N七
回
日
間
・
冨

-
u
g己
負

w

k
r
g
q
w同ロ同，吋同門同市史}]昨日門間嶋口同
P
E
S
-
同)阿
}
N
お
ら
お
・

(M)

日
本
の
対
東
南
ア
ジ
ア
向
け
輸
出
は
七

0
年
代
中
頃
ま
で
対
米
輸
出
を
上
ま
わ
っ
て
い
た
が
、
七
六
年
以
降
は
対
米
輸
出
に
追
い
越
さ
れ

た
。
し
か
し
九
一
年
に
再
逆
転
し
て
以
来
東
南
ア
の
比
重
が
高
く
な
っ
て
お
り
、
中
国
・
韓
国
等
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
向
け
輸
出
を
加
え
る
と
ア

一
九
九
四
年
、
富
山

F
S
甲山

a
g
g
w
ロ
o

g℃
2
g
n
O
2
τ
σ
∞
戸

日
・
米

-
E
C
間
貿
易
摩
擦
の
構
造

一
七
五



一
七
六

ジ
ア
の
比
重
は
更
に
大
き
く
な
る
。
九
四
年
米
国
大
統
領
経
済
報
告
(
ニ
コ
ご
ペ
ー
ジ
)
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
成
長
が
米
国
よ
り
早
い
限
り
、

こ
れ
ら
の
国
の
米
国
に
と
っ
て
の
重
要
性
が
上
り
、
彼
等
に
と
っ
て
の
米
国
の
重
要
性
が
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
従
来
の
市
場
閉
鎖

の
嚇
し
に
立
脚
し
た
貿
易
戦
略
は
今
後
次
第
に
有
効
性
を
失
う
お
そ
れ
が
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

{
日
)
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
シ
ェ
ア
に
関
す
る
玉
虫
色
の
合
意
に
つ
い
て
は
、
森
田
俊
輔
、
臼
米
半
導
体
協
定
の
諸
問
題
、
経
済
と
外
交
、
八
六
年
一

O
月
号

i
八
七
年
一
月
号
、
巴
伶

2
2口町
n
宮内凶器丹江

g
〉師

g
n
E昨日
C
D
O
同
旨
℃
帥
P
〉
各
一

o
s
s
g
s
s
z
g円
saog}
円。。匂巾吋丘町

op吋，
F
0

5
2
ω
O
H
E
S出向凶
Z
R
O吋
〉
吋

E
ロ
ぬ
窓
口
相
同
体
参
照
の
こ
と
・

(
問
)
九
三
年
一

O
月
二
日
の
日
経
に
よ
れ
ば
、
一

O
月
一
日
日
米
が
合
意
し
た
客
観
基
準
の
定
義
は
、
外
国
製
品
の
参
入
に
つ
い
て
、
「
意
味
の

あ
る
相
当
程
度
の
増
加
に
向
け
た
進
展
が
あ
る
か
ど
う
か
を
毎
年
評
価
す
る
た
め
、
販
売
量
と
シ
ェ
ア
を
計
測
す
る
」
と
い
う
内
容
。

(
口
)
九
四
年
一
一
月
一
七
日
発
表
の

I
M
F報
告
書
「
国
際
通
商
政
策
l
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
と
そ
の
後
」
は
、
系
列
が
ど
の
程
度
日
本

の
輸
入
を
拐
げ
て
い
る
か
に
つ
い
て
明
白
な
証
拠
は
な
い
、
と
し
て
い
る
。

(
犯
)
コ

i
へ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
米
国
は
覇
権
国
と
し
て
、
高
階
加
価
値
財
の
生
産
に
お
け
る
競
争
上
の
優
位
に
立
つ
必
要
が
あ
る
。
同

g
gロク

号即応・匂
8
・
故
セ
オ
ド
ア
・
ホ
ワ
イ
ト
、
ジ
ェ
ム
ス
・
フ
ア
ロ
ー
ス
、
ク
ラ
イ
ド
・
ブ
レ
ス
ト
ウ
イ
ツ
ツ
、
カ
レ
ル
・
ヴ
ァ
ン
・
ウ
オ
ル
フ
エ

レ
ン
、
ロ
ー
ラ
・
タ
イ
ソ
ン
等
の
い
わ
ゆ
る
日
本
叩
き
屋
の
論
調
も
同
じ
心
情
か
ら
出
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
四
)
ウ
ル
フ
は
、
米
国
の
先
端
技
術
等
産
業
活
動
世
間
で
の
優
位
を
支
え
る
鹿
内
政
策
の
欠
如
が
、
一
方
主
義
を
唯
一
の
選
択
と
し
て
い
る
、
と

論
ず
る
。

k
g
d〈
B
・
4〈
。
毘
え
巳

-hc色
町
三
回
目
。
一
p
m
z
a
S
5
4〈
g
z
m項
目
M
Z
F
H∞
S
・

(加〉

M
O
V
ロ』釦
muw曲。
p
m
o
a吋
C
2ロ
ユ
ロ
ぬ
仲
町
め
の
〉
吋
吋

ω凶訪一丹市
g-
吋，

yomov面
目
同
ロ
胡
包
吉
一
昨
命
。
同
句
。
話
一
山
関
ロ
〉
同
州
知
山
吋
少
]
否
情
。
唱
。
阿
}
叫
品
目
1

叫∞・


